
地域福祉計画に係る評価報告書
1-1　住民参加と協働の里づくり
（１）地域福祉の醸成

①福祉教育の推進

項　目 内　容 H22  実施状況・評価

地域福祉推進期
間の設定

・町民が地域の実情を知り、福祉ニーズを解決
するため、地域福祉の推進に積極的に参加をす
る機会を確保するため、地域福祉の推進期間の
設定について推進します。

・１１月１１日の「介護の日」から１２月１０日「人権
週間」と定めた地域福祉推進月間の期間中に、『きらり
おおなんいきいき活動』の登録者推進キャンペーンを
ケーブルテレビで行い、住民参加を促した。
・民生児童委員協議会では、地域福祉部会の事業計画に
地域福祉期間の推進を位置づけ役割を検討した。

各福祉週間の充
実

・町民の福祉意識の醸成を図るため、障がい者
週間、老人週間などの福祉週間中に、関係機関
や地域、団体等で理解を深める活動を進めま
す。

・児童福祉週間　5月5日～11日
・赤十字運動推進月間　5月1日～31日
・民生委員・児童委員の日　5月12日
・障害者雇用支援月間　9月1日～30日
・発達障害福祉月間　9月1日～30日
・老人福祉週間　　　9月15日～21日
・精神保健福祉普及週間　10月25日～31日
・青少年健全育成月間　　11月1日～30日
・児童虐待防止推進月間　11月1日～30日
・介護の日　　11月11日
・女性に対する暴力をなくす運動　11月12日～25日
・障害者週間　12月3日～9日
・人権週間　　12月4日～10日

・民生児童委員として地区、自治会等で開催された敬老
会に協力した。
・「民生委員・児童委員の日」を知らせる懸垂幕を1ヶ
月間役場庁舎に表示した。Ｈ２３年度は具体的な行動計
画を民生児童委員協議会総務企画部会で検討することに
なっている。

連携のとれた福
祉教育の推進

・社会福祉協議会で福祉教育推進連絡協議会を
定期的に開催し、各関係機関で連携のとれた福
祉教育の推進を支援します。

・平成20年度までは「邑南町学校教育研究会福祉教育部
会」を中心に福祉教育推進連絡協議会を開催していた
が、平成21年度より福祉教育部会が廃止となり、実質的
な窓口がなくなったため、連携の取れた福祉教育の推進
ができなかったが、各学校からの要望・要請に応え様々
な活動を展開している。

・学童・生徒を対象にしたサマーボランティア
スクールや福祉講座（手話・点字・擬似体験）
を支援します。

・町内３中学校、９小学校、福祉施設等の協力を得てサ
マーボランティアスクールを夏休み期間中に開催した。
（施設体験型・講座型）また教育委員会と協働でサマー
ボランティアリーダー研修を開催した。(災害体験型)
・福祉講座は学校よりの要請に応えて随時対応してい
る。（手話・点字指導、疑似体験等）

・福祉文集「ふれあい」の発行を通して福祉教
育を進めることを支援します。

・廃刊

・高齢者・障がい者ボランティア養成講座の開
催を支援します。

・手話ボランティア養成講座・認知症支援ボランティア
養成講座・町民後見人養成講座を開催した。

・老人施設や養護学校との交流を通して高齢者
や障がい者の理解の促進が図れるよう支援しま
す。

・地域の高齢者との交流を通して文化の伝承や
地域の理解の促進を支援します。

・福祉体験教室（擬似体験、手話等）を支援し
ます。

・高齢者教室や、世代間交流の学習を通して、
高齢者の知恵や技の伝承の場づくりを支援しま
す。

・高齢者を対象とした教室や、ふるさと探検隊、中野探
検隊、布施どきどきチャレンジなどの世代間交流事業を
通して、凧づくり、藁細工、魚釣り、郷土料理など高齢
者の知恵や技を伝える機会を設けた。
・高齢者の健康と生きがいづくり推進事業では、全公民
館共通課題を「心の健康」とし取り組んだ。２公民館で
歯科栄養講座を開催し、介護予防、健康教育を実施し
た。また、公民館主事会に出席し介護予防と公民館活動
の横断的な連携づくりに努めた。

・町社協では、福祉体験教室の開催等、学校からの要請
に応えて随時対応している。（手話・点字指導、疑似体
験等々）

保育所、学校等
が行う福祉教育
の支援

生涯学習課・公
民館が行う福祉
教育の支援

社会福祉協議会
が行う福祉教育
の支援

資料Ａ－１
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・健康増進事業の推進（スポーツ大会、スポー
ツ講習会）の開催により健康増進の普及を協働
して実施します。

・１年１２ヶ月を１２館巡回でウォーキング大会を開催
するとともに、羽須美地域の見所を２日間歩くツーデイ
ズォークを開催し、歴史探訪と健康づくりの両面から
ウォーキングを楽しんだ。
・四季折々の自然観察会や山登り、森林浴などの機会を
設け高齢者の健康増進を図った。
・健康づくりの一環として、公民館と連携を図り、各地
域においてウォーキング大会を毎月1回開催。30人～
100人の参加があり、健康増進と健康に対する意識啓発
に効果を上げている。また、日頃からできる手軽な運動
としてのウォーキングも普及している。

・邑南町食育推進計画の策定により食育の推進
を図ります。

・５月に邑南町食育推進協議会を開催した。３部からな
る活動についての報告及び学校給食、地産地消を意識し
た情報交換会を実施した。

・自治会や地区社協等が福祉活動・教育を推進
できるよう支援します。

・１１地区社協に福祉活動、福祉教育（福祉学習）の実
践を要請した。（活動費の助成）

・地域で介護予防が推進できる環境づくりを推
進します。

・地域ささえあいミニデイサービスは計画的に普及活動
を行い6グループを立ち上げた。また、既存のグループ
を訪問し活動計画の支援を行った。
・健康サポートリーダー構成講座を5回シリーズで３地
域で開催した。登録者（１12名）には研修会を開催し運
動紹介・情報提供を行った。
・認知症キャラバンメイトへの再教育を社会福祉協議会
主催の「認知症ボランティア講座」に併せて実施した。

②人権教育の推進
・ひとを尊重する心を育むために、各関係機関
が連携のとれた人権教育が推進できるよう努め
ます。

・学校・公民館との連携により人権・同和教育の推進を
図った。

・各学校でふるさと教育、ボランティア学習を
通して心の育成と一人ひとりを大切にした学習
活動の実践を推進します。

・全小・中学校で各地域のふるさとの良さを生かし、地
域の講師による学習活動の実践している。

・人権、同和問題に対する理解を深める学習の
推進、人権週間・旬間における人権意識の高揚
を学校・家庭・地域・職域等と連携して推進し
ます。

・公民館における講座の開催、PTAの研修会の開催、邑
南町人権・同和教育推進協議会での研修会の開催、人権
週間における人権講演会の開催、みんなで学ぶ人権講演
会への参加により推進した。

③心の教育の推進
地域が行う心の
教育の支援

・自治会等で、子どもたちや高齢者などの世代
間交流を通し心の育成を図れるよう支援しま
す。

・公民館では、自治会等からの相談に応じて支援してい
る。

（２）地区・団体活動の促進
①健康づくり活動への促進
基本的な生活習
慣の推進

・生活習慣の基本は家庭にあるため、まずは家
庭で取り組むことができるようなテーマを決
め、関係各課・公民館・社会福祉協議会等が連
携して生活習慣の推進を図ります。

・子どもの頃からの基本的な生活習慣を確立するため
に、子どもを迎えるまでの妊娠期では両親学級、乳幼児
期には健診や教室を保育所や関係課、機関と行ってい
る。小学校以降は学校の中でテーマを設けながら、PTA
や子どもたち主体の活動へも展開している。
・医療機関や保育所・小中学校などの関係機関と毎年歯
科保健検討会を開催し、家庭・保育所・学校・地域がラ
イフステージを通した取り組みを継続していけるよう連
携を図っている。

住民が主体の健
康づくりの推進

・自治会等で地域の住民が主体となって「いき
いきサロン」など小地域の活動の開催を支援
し、介護予防の推進を図ります。

・地域運動教室、ささえあいミニディサービス、認知症
予防教室、いきいきサロン等の健康づくり・介護予防の
教室を自治会や公民館単位、あるいはそれよりももっと
身近な場において計画的に立ち上げている。また、それ
に合わせて、健康サポートリーダー等ボランティアの養
成を継続しており、各地域において住民が主体となった
健康づくり、介護予防が推進できるよう公民館や自治会
と連携を図りながら体制づくりを行っている。

・公民館を拠点とし身近な場所で健康づくり活
動を推進します。

・全公民館において健康づくり、介護予防を目的とした
「高齢者の健康と生きがいづくり事業」を実施してい
る。H２２年度は全公民館において自殺予防の講演会を
開催した。また、昨年実施した歯科実態調査の結果をも
とに、歯科と栄養をからめた教室も開催した。

自治会、地区社
協などの地域が
行う福祉教育の
支援

公民館単位での
健康づくり活動
の推進

連携のとれた人
権教育の推進
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・体制の充実として送迎など交通手段の確保に
努め、定期的に事業評価や内容の見直しを行い
ます。

・上記事業については、運転手賃金も予算にされてお
り、送迎を行うことで、より多くの方に参加していただ
けるよう配慮している。
・年度末に、公民館主事会において当該年度度事業の評
価を行い、より効果的な事業展開ができるようにしてい
る。

②世代間交流の推進
ふれあいサロン
の推進

・社会福祉協議会及び地区社協が中心となり小
地域での世代間交流が促進できるよう支援しま
す。

・１１地区社協に自治会エリアでの世帯間・世代間交流
としてふれあいサロンの開催を要請している。

③地区・団体活動の促進
集落(班)・自治会
の地区活動の促
進

・各自治会で「夢づくりプラン」の策定に取り
組み、住民自らが地域の課題を発見し、解決で
きる地域づくりを推進します。

・３団体検討中
・推進４団体実施予定
住民自治の気運は高まりつつある。今後も引き続き説明
会等の開催を検討したい。

各団体の活動支
援

・老人クラブ、障がい者団体や母子会等の各種
団体の自主的な活動が継続できるよう支援に努
めます。

・自主的な活動が継続できるよう、補助金の交付や社会
参加促進事業の委託等により支援している。
・邑南町老人クラブ連合会、邑南町手をつなぐ育成会、
邑智郡ふれあいの会の事務局を担当(社協)

④ボランティア活動・NPO活動、企業ボランティアの促進
ボランティア活
動への参加の促
進

・ボランティアへの参加が少ない青・壮年層を
中心にボランティア活動についての情報を提供
し、参加する機会を提供します。

・広報「おおなん社協」及びホームページでボランティ
ア情報を発信。
・昨年より１１月第２土曜日を「邑南町ボランティアの
日」に制定。（環境美化ボランティア活動を提唱推進）
・高齢者の社会参加による介護予防を目的に介護支援ボ
ランティア活動「きらり　おおなん　いきいき活動事
業」(町委託事業)を実施。
・公民館と社協の共催で、小学６年生を対象にサマーボ
ランティアリーダー研修を開催し、災害時の生活体験を
味わった。
・歳末に社協、公民館合同でふれあい餅つき交流会を開
催した。
・子ども会と公民館合同での空き缶拾い（出羽）
・自治会と公民館合同宝の里クリーン作戦（布施）

一般企業等のボ
ランティア活動
の促進

・地域の見守りや高齢者・障がい者の生活を支
えるため、郵便局や農協、商店で行われている
見守りや声かけの継続とともに、新たに一般企
業で取り組みができるよう啓発を進めます。

・障害者の就労について理解・協力・支援を要請すると
ともに併せて実施している。

・社会福祉協議会のボランティアセンターで、
ボランティアに関する相談、総合調整・情報提
供をしながら、ボランティア活動の推進を図り
ます。

・邑南町ボランティアセンターで、相談、調整、情報提
供を実施している。

・既存のボランティアグループの活動が活性化
するよう支援に努めます。

・邑南町ボランティアセンターで活動費を助成。
・しまねボランティア・NPO活動応援基金「人・まち
ファンド」を実施。
・島根県ボランティアセンターと連携して邑南町社会福
祉協議会のホームページ等で助成情報を随時提供してい
る。

ＮＰＯ法人の育
成支援

・NPO法人の立ち上げの支援及び活動の促進を
図ります。

・行政との協働を目指した研修を実施した。今後も双方
の特性を活かした取組を模索したい。また、申請等につ
いての権限移譲の準備を進めている。

⑤地域のネットワークづくり
公民館の活用 ・各地域の公民館が中心となり地域のネット

ワークづくりを進めます。
公民館、自治会、地区社協の３団体の連絡会を開き「銀
山まつり」等連携行事を開催（出羽）。
地区社協、公民館共催事業、餅つき交流会（阿須那、中
野、田所、市木、矢上、井原、高原、日貫）
冬季オリンピック（布施）グラウンドゴルフ大会（田
所）福祉セミナー（田所）通学合宿（口羽、高原、布
施、）三江線の旅（出羽）
社協、公連協共催事業６年生リーダー研修（日和～矢
上）

ボランティア団
体の横の連携
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地域リーダーの
育成の推進

・各機関・団体・組織（自治会・地区社協・公
民館等）等が中心となり地域福祉・地域づくり
活動を推進する地域リーダー（ファシリテー
ター）の育成が図れるよう努めます。

・社会教育関係機関の成果発表会及び夢づくりプラン策
定中の地域での公民館と自治会合同による夢づくり
フォーラムなどを開催し、地域課題の掘り起こしと解決
にむけての話し合い学習を行った。
・地域での健康づくりや介護予防活動を支える地域の人
材育成のために健康サポートリーダー構成講座を開催し
た。
・自治会と公民館合同地域づくり講演会（布施）、研修
会（田所）の開催。
・学校、ＰＴＡと公民館が連携し地域人権講演会（市
木）開催。

1-2　利用者の個性と権利を大切にするまちづくり
（１）サービス利用者の権利擁護の推進

①権利擁護事業の普及促進
地域福祉権利擁
護事業（日常生
活 自 立 支 援 事
業）の普及・促
進

・判断能力が不十分となった人に対して、社会
福祉協議会が配置する生活支援員が意思表示の
援助や代弁、日常的な金銭管理等の援助を行う
とともに情報提供に努め利用の促進を図りま
す。

・平成22年度新規契約2件（総契約件数14件）

・判断能力が不十分な人たちの財産管理や身上
監護について、代理権を与えられた成年後見人
等が本人を保護する成年後見制度の広報及び普
及、利用の促進を図ります。

・社会福祉協議会による「町民後見人養成講座」が開催
された。
・町長による成年後見開始審判申立を1名の方ついて
行った。
・親族からの相談により、申立手続きについて1名の方
に代行を紹介した。
・居宅介護支援事業所の介護支援専門員を対象に成年後
見制度の勉強会を行った。

・社会福祉協議会が法人後見人となり、後見受
任します。

・町民後見人養成講座を実施(受講者33名)
・契約件数7件。様々な支援活動を展開した。

民生委員・児童
委員による情報
提供

・民生委員が地域住民の生活実態を把握し要援
護者の自立と支援のために身近な相談役として
各種情報の提供に努めます。

・民生委員の情報をもとに、高齢者、障がい者で支援を
要する世帯に権利擁護のための情報提供をおこなった。

②苦情解決事業の充実
・介護・福祉サービス提供事業者が、利用者等
の苦情に対して相談窓口を設置し、苦情や不満
の解決を図るよう支援します。

・第三者評価による情報の公開を進めます。

介護相談員派遣
事業の実施

・介護保険サービスの利用者とその家族に対し
て、サービスを利用する上で生じた疑問や不満
などの苦情に至るまでの相談に応じ、サービス
提供事業者との間に入り解決にあたります。

・新しい介護相談員2名増やし、６人体制で8施設で相談
活動を行った。
・(施設：グループホームあすなろ、ゆめあいの丘、ゆめ
あいの郷、故郷、あさぎり、桃源の家、香梅苑、安心セ
ンター)
・介護相談員連絡会(２回)や施設との連絡会(５回)開催し
た。

（２）要支援者への対応の推進
①虐待や暴力を防止する対策の推進
高齢者、障がい
者

・高齢者虐待の対応には、介護者・家族の支援
も必要であるため、「邑南町高齢者虐待対応マ
ニュアル」により、高齢者虐待対応ネットワー
ク会議で解決方策を検討し対応にあたります。

・高齢者虐待の通報件数が2件、相談が2件あり、関係機
関と連携し地域包括、福祉事務所、保健師による対応を
した。複雑な家庭環境から発生する虐待がみられる。ま
た、専門職チームの検討会へ参加し事例の検討を行っ
た。
・高齢者虐待防止対策推進協議会を2回開催し、事業検
討を行なった。

・児童虐待を発見し、早期解決を図るため、発
見や通報には「児童家庭相談援助指針」に基づ
き「邑南町要保護児童地域対策協議会」と連携
して迅速に対応します。

・福祉課を窓口に実務者会議を２か月に１回開催するな
ど組織的に早期発見、情報収集等に取り組んでいる。
　また、庁内ＬＡＮを活用した実務者のみがケース記録
等を閲覧・書き込みのできる文書フォルダの作成により
最新情報の把握に努めている。

・ＤＶ防止法の理解を促進するために意識啓
発・広報を行います。

・県から送付されたパンフレットを窓口や各公民館へ配
布して啓発に取り組んでいる。

・女性相談センターと連携し相談体制の整備に
努めます。

・東部に女性センター、西部にあすてらす女性相談室が
あり、相談体制は整っている。窓口に相談があれば必要
に応じて相談センター等へ連絡し対応する。

・必要に応じて警察の立入調査の援助を要請し
ます。

・上位法に基づき、必要が生じた場合、警察と連携を図
り対処する。

・福祉課及び支所福祉係を相談受付窓口とし迅速な対応
を行った。
・認知症高齢者グループホームは第三者評価が義務づけ
されており、窓口で評価結果の閲覧をしている。

児童、女性に対
する虐待・暴力
の防止

サービス事業者
が行う苦情解決

成年後見制度の
普及・促進
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②社会的孤立者対策の推進
・資産・能力のある人については、その資産の
活用と自立した生活を営むための就労に向けた
支援を行います。

・知的障害者等に就労生活支援活動を展開した。

・経済的支援を必要とする人には、自立した生
活の維持ができるよう「生活福祉資金」の活用
を紹介します。

・「生活福祉資金」「民生融金」事務を実施している。

・低所得であるために介護サービス等の利用が
困難な世帯については、制度上で可能な減免措
置を講じ必要なサービスの利用を促進します。

・社会福祉法人等利用者負担減免制度及び介護保険利用
者負担減免制度により、低所得者への支援を行った。

・高齢者の閉じこもり・うつ傾向によるひきこ
もりには、地域における見守りネットワークを
構築し、本人や家族を支援します。

・保健課と連携し、うつ予防講演会を羽須美、石見、瑞
穂の３会場で開催、自殺予防講演会を各館１２会場で開
催中である。
・高齢者の閉じこもり防止対策として、高齢者の健康と
生きがいづくり推進事業により公民館まつり、地域巡り
など際の送迎バスを運行し参加を促している。
・電話での対応や基本チェツクリストで閉じこもり・う
つ傾向の人には通所型のサービスを勧めた。
・認知症、うつ等に対する偏見をなくし、家族が早期に
されるような地域の啓発を進める必要がある。

・民生委員や保健師による定期的な訪問を実施
し、適切な情報の把握と必要なサービスの提供
に努めます。

・民生委員との会議や保健課との定期的会議で情報交
換、ケース検討を行い、訪問など必要サービス提供を
行った。

・医療等が必要な場合には、保健師により受診
勧奨をすることにより状態の改善を勧めます。

・基本チェックリストなどで把握した対象者に対して、
必要に応じて電話・訪問で対応した。
・「心の健康相談」を定期的に開催し相談・情報提供し
たり、医療が必要なケースについては専門医療機関に紹
介を行っているが、相談件数は少ない。

③潜在的な要支援者の把握の推進
各種機関・人的
ネットワークに
よる要支援者の
把握

・社会的孤立など、福祉サービスの利用に結び
つきにくい事例等には、関係機関、民生委員を
中心とした地域のネットワークを活用し情報と
ニーズの把握に努めます。

・相談事業より把握、必要のケースについて個別に対応
している。（社協）
・民生委員会(支部会、全体会)に参加し、協力しながら
事業を実施している。(社協)

・社会的孤立や貧困などの要援護者は増加する傾向にあ
り、多様な課題を持っているため、一機関での個別対応
には限界がみられる。
・こうした要援護者に対しては課題処理、マネージメン
ト機能が必要で複数の関係機関のネットワーク化も整備
する必要がある。
・要援護者の把握から情報整理、解決のための関係機関
の連携機能を持つ部所の開発を検討する必要がある。
・民生児童委員は訪問活動を行ない「福祉票」を整備し
て要援護者の把握をしている。

1-3　総合的に支える地域の福祉環境づくり
（１）情報提供・相談対応の充実

①情報提供の充実
・民生委員・児童委員は、地域の実情を把握
し、相談に応じて必要なサービスに関する情報
提供や専門機関の紹介をします。

・民生児童委員協議会に設置した専門部会（総務企画、
地域福祉、児童福祉）ごとに専門的な外部研修に参加
し、相談時の迅速な対応が図れるよう努めた。

・世帯票の作成を行い、各種サービスの情報を
必要とする人に対して適切な相談にあたりま
す。

・地域福祉係が整備した「要援護者台帳」を基に民生委
員が福祉票の整理を行い、要援護者の把握を行った。

・児童問題に関する情報提供は、関係各課、教
育委員会及び学校・保育所で行います。

・児童福祉審議会等を通じて次世代育成支援行動計画に
基づき教育委員会、保健課、福祉課が同じ認識のもとに
情報提供ができるよう取り組んでいる。

・育児についての相談は、地域子育て支援セン
ターが行っており、子育てサロンなどを通して
情報提供をします。

・地域子育て支援センターは東光保育所、東保育所で運
営し、定期的な子育てサロンも開催している。社会福祉
協議会も独自に子育てサロンを開催して支援センターの
フォローをしている。

ボランティアに
関する情報提供

・ボランティア活動を推進するため、社会福祉
協議会のボランティアセンターが各種ボラン
ティア団体等の情報を提供し、活動の紹介と町
民の参加を促進できるよう支援します。

・高齢者・障害者支援ボランティア養成講座の案内を
行った。（手話ボランティア養成講座・認知症支援ボラ
ンティア養成講座・町民後見人養成講座）
・「ボランティアセンター運営委員会」を設置してい
る。

高齢者の閉じこ
もりやひきこも
り等の対策の充
実

地 域 の 民 生 委
員・児童委員に
よる情報提供

子育て等に関す
る情報提供

経済的自立のた
めの支援策の推
進
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・高齢者が有する知恵や技術を地域において役
立てるための情報をシルバー人材センターが提
供し、参加を促進します。

・シルバー人材センターで実践している。一人暮らし高
齢者や障害者等の生活支援、地域の福祉等（生活）ニー
ズ対応、生活上の問題・課題解決の機関・事業として地
域に浸透
・学校支援地域本部事業により、羽須美、石見、瑞穂の
３地域に各１名の地域コーディネーターを公民館に配置
し、高齢者がこれまで培ってきた知恵や技術を学校支援
という形で役立てる体制の強化及び地域ボランティアの
養成に努めた。

・障がい者の社会復帰を促進するため、公共職
業安定所と連携して、職業に関する情報を紹介
します。

・必要に応じて、個別に対応します。(社協)
・障がい者の社会復帰を促進するため、公共職業安定所
と連携して、職業に関する情報を紹介します。

②相談対応の充実
・在宅療養や介護を支えるために医療機関にお
いて、医療・介護、福祉サービス等の相談に応
じる窓口の充実に努めます。

・介護サービス事業所連絡会への出席を依頼し、医療と
の情報交換を行った。

・福祉課、保健課、社会福祉協議会のネット
ワーク化を充実し迅速な相談対応を図ります。

・公民館主事会に年５回定期的に出席することで介護予
防と公民館活動の横断的な連携づくりをした。
・農林振興課、保健課、生涯学習課、社協の機関を巻き
込み介護予防を効率的に推進するため「介護予防計画」
が3月に作成予定である。
・保健課、社協（委託事業を主）とは、月１回の調整会
議を開催した。

・地域での相談に民生委員・児童委員が対応し
ます。

・日常の民生委員活動であらゆる相談に対応する他、石
見支部では「心配ごと相談」を開催し、時間をかけた相
談を行っている。
・民生委員が、地域の相談役としての情報、知識を習得
するため外部組織が主催する研修会等へ参加している。

・社会福祉協議会に総合相談センターを設置
し、一般相談、出張相談、心配ごと相談、行政
相談、教育相談、女性相談、法律相談等を行い
ます。

・法律相談を年６回、教育相談を年2回、女性相談を年2
回開設するとともに、毎日相談等（よろず相談）を町社
協で実施している。

・町民課では、人権擁護委員による人権相談日
を設けるほか、消費者問題についての相談にあ
たります。

・各地域毎に年4回人権相談所を開設している。
・無料法律相談所の開設日の広報(川本・浜田)
・消費者問題研修会開催　3回予定
　　　（各地域で開催）

高齢者に関する
相談体制

・高齢者に関する相談には、相談内容によって
素早く問題の解決ができるよう地域包括支援セ
ンターにより各種専門機関のネットワーク化に
努めます。

・今後も総合相談に対応するため関係機関が情報交換を
しながらネットワーク体制を整え、適切で迅速な対応を
していく必要がある。

・身体障害者相談員及び知的障害者相談員が本
人や家族の相談に応じます。

・島根県が相談員業務を委託。町広報に紹介記事掲載。
　　身体障害者相談員　新田守正さん
　　知的障害者相談員　前田玲子さん

・障がい者の地域生活を支えるため、相談支援
事業者が関係機関との連絡調整、権利擁護など
の相談に応じます。

・相談支援事業者として緑風園･ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝおりーぶ・
ハートフルみずほが様々な相談に応じている。
・町社協では･「邑南町手をつなぐ育成会・邑智郡ふれあ
いの会」等の事務局を担当しているため知的障害者より
の相談が多く随時対応している。

・障がい者福祉施策は複雑であるため、それぞ
れの福祉ニーズに対応するため、関係各課で連
携して相談にあたります。

・事案ごとにケース会議を開催して相談に取り組んでい
る。
・地域自立支援協議会に連携の窓口を設け調整してい
る。

職業や技能を活
用するための情
報提供

在宅療養・介護
を支える相談窓
口の充実

日常生活を支え
る相談体制

障がいのある人
の相談対応

6 ページ



・地域における児童の問題等の相談には、児童
委員と主任児童委員が対応します。

・児童委員及び主任児童委員の位置づけと役割が認識さ
れるよう広報を行う必要がある。
・要保護児童等に対する関わり方等について、民生児童
委員協議会で研修の場を設ける必要がある。

・学校においてはスクールカウンセラーを配置
し、養護教員、担任等が相談に対応しています
が、関係機関との連携が図れるよう支援しま
す。

・瑞穂中１４０H、石見中１４０H、羽須美中７０Hの訪
問相談（県補助）を実施している。このうち、それぞれ
中学校区内の全小学校への訪問を配分している。
・中学校を中心に小、中、適応指導教室（町直）連携の
もと相談活動、不登校予防に努めている。

・通級指導教室において発達障がい等の相談に
応じます。

・必要に応じて、各小中学校との連携をはかり相談、支
援を実施している。

・社会福祉協議会では、教育相談を定期的に開
催します。

・瑞穂小学校通級指導教室、関係機関（小・中学校）の
協力を得て教育相談を年2回開催。個別のケースについ
ても随時対応している。

母子家庭等に関
する相談対応

・福祉事務所に配置されている母子自立相談員
が母子家庭等の生活一般の相談、就業に関する
相談にあたります。

・邑南町無料職業紹介所の出張相談等で対応している。
また、母子家庭等就業相談でも県母子会の就業相談員と
共に対応している。

③地域で各種情報を収集する環境の充実
・医療・介護・福祉・保健サービス、育児、虐
待防止、地域福祉権利擁護事業や成年後見制
度、消費者問題など、町民に身近で多面的・横
断的な学習を公民館で実施します。

・町民大学で邑智病院石原医院長を講師に医療について
の講演会を開催した。
・盲導犬学習会（井原）、電動三輪車講習会（中野）、
介護保険学習会（阿須那）の開催。

・集落、自治会、地区社協、老人クラブ等の学
習活動に出前講座等を活用して支援します。

・集落、自治会、地区社協、老人クラブ等の学習活動に
出前講座等を活用し、支援している。
・老人クラブ福祉大会（阿須那）、福祉セミナー（田
所）を開催。
・社協、地域のボランティアと公民館が連携し通学合宿
（口羽、高原、日和）を開催。

ＦＴＴＨを活用
した情報環境の
充実

・ＦＴＴＨの整備が計画されていることから、
その機能を活用して医療・福祉・介護等の生活
情報の充実を図ります。

・民生児童委員協議会が協力してＦＴＴＨを活用した
「見守りテレビ」の普及に努め、１００世帯で利用され
るようになった。

（２）保健・医療・福祉の連携
①保健・医療・福祉の連携調整
福祉調整会議の
充実

・福祉施設等の運営機関で地域福祉等、町の福
祉施策の共有と意見交換を行うため、福祉調整
室が調整会議を開催します。

・障害者福祉6月
・高齢者福祉・児童福祉5月
・医療機関5月＆1月
・代表者会議2月（予定）で実施した

②ケアマネジメントの充実
ケアマネジメン
ト研修会の開催

・ケアマネジメントに関わる専門職の面接技術
の向上、ケアマネジメント技法の向上を図るた
め、ケアマネジメント研修会を開催します。

６月に県立広島大学金子務氏を講師に「医療と介護の連
携強化と介護支援専門員の立場」と題しケアマネジメン
ト研修会を実施し質の向上に努めた。

・地域包括支援センターは事業者連絡会や地域
ケア会議において、町の施策の情報提供、地域
ニーズの把握を通して必要なサービスの開発・
研究を行います。

・保健・医療・福祉・介護・の連携を深めま
す。

・高齢者、障がい者、児童等の分野ごとのケア
マネジメント機関の連携を図ります。

・ケースの状況に応じて保健課・福祉事務所・民生児童
委員・介護支援専門員との関係者がケースカンファレン
スを行い適切なマネジメントを行っている。

・ケアマネジメントに関係する専門職の育成と
人材の確保を図ります。

・介護支援専門員の新任・現任研修への参加やケアマネ
ジメント研修会を開催した。
・介護支援専門員の資格を1名が取得した。

ケアマネジメン
トの充実

・事業者連絡会は情報提供・研修会を中心に3回開催し
た。
・羽須美地域サービス調整会議４回開催した。
・福祉課、保健課、生涯学習課（公民館）、社協（委託
事業）は計画どおり定期的な連絡会を開催し、事業の調
整を行うことができた。

児童に関する相
談対応

地域における多
面的（制度横断
的）な情報収集
のための学習活
動

事業者連絡会・
地域ケア会議等
の開催
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（３）自立した生活ができる環境整備の推進
①公益的施設等のバリアフリーの推進と安全性の確保

・ユニバーサルデザインに配慮し、公共の建物
の新築・改築をバリアフリー化に努めます。

・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法や島根県ひとにやさしいまちづくり条例の整
備基準に従ってバリアフリー化を進めている。

・民間の建物のバリアフリー化に対応するため
に、建築士等と協力して相談窓口の設置を検討
します。

・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法の関係から、島根県や県央県土整備事務所の
建築部を相談窓口として紹介している。

・住まいづくりアドバイザーの周知・活用を図
ります。

・「長寿社会のずまいづくり」相談員名簿で周知してい
る。

・高齢者・障がい者に配慮した公営住宅を充実
します。

・公営住宅24戸を修繕し、その内8戸について、室内の
段差解消や便所・浴室に手摺りを設置しました。

・町の「バリアフリー条例」の制定を検討しま
す。

・島根県ひとにやさしいまちづくり条例が制定されてい
る。また、バリアフリー化は定着しつつあり、町の「バ
リアフリー条例」の制定の要否については検討を要する
と思われる。
・本町では、地域住宅計画に従ってバリアフリー化を計
画的に推進している。

・介護支援専門員や建築業者を対象としたバリ
アフリーに関する研修会の開催を図ります。

・バリアフリーに関する研修会は開催できなかった。

・介護や住宅に関する専門職のネットワーク化
を図り「住まいづくり研究会」の設立を検討し
ます。

・「住まいづくり研究会」の設立は、専門職のネット
ワークが形成されていないため検討を要す。

②地域の災害・防犯体制の充実
・ハザードマップを作成し、地域で高齢者・障
がい者を災害から守るための対応を推進しま
す。

・邑南町地震防災マップを全戸配布、ＨＰにも掲載し
た。自治会長・集落代表者緊急連絡網を整備し、避難勧
告等の判断・伝達マニュアルを作成した。避難支援プラ
ンについては全体計画を作成したが、個別計画を今後作
成する。

・防火教室、救急救命講習会の開催を推進しま
す。

・今後開催する予定

・消費者教育、防犯活動を推進します。 ・担当部局と連携し活動を行っている
・現在、防犯を目的に「安全・安心な町づくり条例」と
「邑南町防犯連合会」の設置について検討している。
・町民課と連携し、消費者問題をテーマに講演会を開催
した。

・こどもを守る地域活動を子供安全センターと
連携して推進します。

・子ども安全センターの１２の支部は、自治会代表はじ
め校区内の各種団体代表者等で構成し、青色パトロール
等、子どもを守る運動を展開している。

町地域防災計画
に基づいた福祉
関 係 機 関 の 連
携・対応

・地域防災計画に基づき、行政、医療、介護・
福祉施設等が迅速に対応できるよう、各機関と
の連携の強化を図ります。

・福祉避難所設置及び運営に関する協定締結を行った。
・地区社協と公民館連携で防災学習会（阿須那）、自治
会、消防団、公民館連携で地域防災訓練（布施）、自治
会、公民館連携で安心・安全な出羽ずくり講座（出羽）
を開催。高齢者を対象として交通安全教室（矢上）を開
催。

福祉施設等の災
害対応の充実

・各福祉施設等で作成している防災マニュアル
により避難訓練等が定期的に実施されるように
徹底を図ります。

・四ツ葉の里防災会議に毎年参加している。また、指定
管理団体指導監査の際に実施の確認をしている。

災害ボランティ
アの養成

・他地域の災害に対して救援活動を実施できる
よう、社会福祉協議会において災害ボランティ
アの養成を図ります。

・社会福祉法人島根県社会福祉協議会主催の「災害ボラ
ンティアコーディネーター養成講座等」を職員が計画的
に受講修了している。

バリアフリーの
まちづくり

バリアフリーの
意識啓発と相談
対応

自治会等の地域
組織での災害・
防犯対策の推進
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介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画に係る評価報告書
2-1　みんなで支え合う安心・安全な地域づくり

（１）高齢者福祉サービスの充実

①福祉サービスの充実

項目 内容 実施状況・評価
緊急時体制づく
り

・緊急電話利用者への定期的な訪問を行い、緊急
時の正しい使い方を指導します。 ・平成22年度から警備会社を利用し緊急通報システムの稼働

を開始した。
・緊急時には警備会社の警備員が短時間で援助に向かうように
なり、家族と民生委員には結果と情報が連絡されるようになっ
た。

・さらに安心・安全な地域づくりをめざし、近隣
世帯はもとより、集落福祉委員・郵便局員・ボラ
ンティア等色々な立場の方の協力を得て、高齢者
世帯を支える体制づくりをすすめます。

食の支援 ・バランスのとれた食事の提供とともに安否確認
を継続し、自立への方向へ結び付くよう必要な
サービス提供ができるよう体制を整えます。

「地域支援型配食サービス」は民間事業所を活用。サン丸瀬１
２人・みのり工房５４人・石見プラザ１４人登録。「予防型配
食サービス」は見守り・栄養改善の必要な人で社協へ委託。５
１人登録。利用中の人にアセスメントを行い現状の把握をし
た。

・今後、民間サービス等を活用し、３６５日配食
や病態別食事の提供などニーズに応じたサービス
の導入を検討します。

自立した生活へ
の支援づくり

・家事援助等生活支援の必要な方に、介護予防の
視点で計画を立てサービスを提供していきます。
さらに一定の評価を行ない、自立へ向けて支援を
行います。

特定高齢者で生活面での支援・助言が必要と思われる対象者に
訪問（保健師・歯科衛生士）する流れが定着してきた。予防給
付対象者はアセスメントし自立に向けた支援を行った。

生活をより行い
やすくするため
の支援

・在宅で不要となった福祉用具の有効活用を図
り、必要とする方が利用できるような体制整備を
行います。 一時的貸し出しは社会福祉協議会において貸与をしている。
・１人暮らしを支える日常生活用具として、引き
続き給付を検討します。

・１人暮らしの不安を考慮し、食事等をともにし
高齢者同士仲間づくりや交流を行うグループリビ
ングもその１つです。既存の施設（ぐるーぷリビ
ング）を活用するだけでなく、身近な交流の場と
して空家の利用や公民館・自治会館などを有効活
用し、小グループで互いの生活を支え合う場を検
討します。

グループリビングは利用者がなく活用されていない。コーディ
ネートする人材がいない事が課題だと思われる。

②交通支援の充実

交通体系の整備 ・交通体系の整備は、生活全般を支援するもので
あり、巡回バスの路線・体系見直しを行い、出か
けやすい体制づくりを検討します。巡回バスの入
らない地域への福祉タクシーの導入、また公的
サービスで補えない部分については、ＮＰＯ・ボ
ランティア団体等民間サービスの導入も検討して
いきます。

通院・買い物便として各地域でバスを運行している。「生活交
通検討委員会」では巾広い声が反映できるよう検討が重ねられ
ている。

外出への支援 ・高齢者・障がい者にとって、住み慣れた地域社
会での通院の支援として、サービスを継続してい
きます。

バス路線から離れた地域では通院タクシー助成制度を継続し
た。（１０世帯１２人）。身体状況により、普通自動車で移動
が困難な人への外出支援サービスを社協に委託し行った。（登
録者３１人・利用２０６回）

③住環境の整備

住居の提供 ・日常生活に見守りが必要な人に対して、病院か
らの退院直後・冠婚葬祭等短期間に利用できる
サービスとして、短期入所生活介護があります。
在宅生活を行うための準備や、家族の介護を支援
する役割になっています。

退院後在宅生活の不安・家族の外出等を理由に支援を継続し
た。（利用者７人・１２０日利用）

・６５歳以上独居・２人世帯の方で、在宅生活に
不安がある方に対し、居住（高齢者生活福祉セン
ター）の利用決定を行います。入所後も生活が支
障なく行えるよう、引き続き支援を行います。

安心センター（１５人定員）への入所は審査会を開催し、適正
な入所を図った。通所介護・訪問介護・配食サービスを利用し
ながら自立した生活を支援している。（審査会年4回・5件決
定）

・居宅で養護を受けることが困難な方への施設と
して養護老人施設入所の役割は重要です。入所者
の生活を支えるため、外部のサービス利用により
生活支援を補います。

養護老人ホーム「香梅苑」に措置を行い、日常生活の支援・介
助が必要な人には本人の意思に基づき、介護保険サービスも利
用できるよう調整をしている。（邑南町４１人・外部サービス
利用者２６人）

・高齢化に伴い、住みにくくなってきた公営住宅
を、高齢者が住みやすいよう環境を整備すること
が大切です。（風呂場・段差解消・手すり等）住
宅マスタープラン（地域の特性に応じた住宅の供
給を促進し住宅の整備に係る計画）・ストック改
善事業（地域の特性に応じた再生・活用）によ
り、既存の住宅を計画的に改修実施しています。

既存住宅の改修では、三本松団地３・４号棟４８戸の手すりの
設置・ドアの引き戸・段差解消を行った。今後未実施住宅につ
いては計画的に改修していく。住宅マスタープランの見直し中
で３月には作成する予定。

④公共施設のバリアフリー化

公共施設のバリ
アフリー化

・各公共施設が高齢者・障がい者にとって使いや
すい施設であるか（トイレ・段差・スロープ等）
点検に努めます。

瑞穂支所新築に伴いバリアフリー化をした。
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⑤福祉サービスの決定・評価の体制づくり

福祉サービスの
決定・評価

・対象者に必要なサービスが提供できるために調
整・決定会議が必要です。定期的な評価・見直し
を行い、前述のようなサービスを適切に提供して
いきます。

高齢者のサービス決定には関係者で会議を開催し適正化を図っ
た。

（２）地域づくり（見守りネットワーク）

①地域づくり

項目 内容 実施状況・評価
地域づくりの意
識啓発

・地域コミュニティーごとの自主的な活動とし
て、健康づくり・生きがいづくり活動を実施して
いくため、公民館を中心とした生涯学習活動、生
涯学習課の行っている、地域づくり等 関係機関
との連携をとり、地域の体制づくりを推進しま
す。

　健康長寿おおなん推進会議では、自治会長・住民代表・民生
委員等の参画を得ながら、地域をあげて健康づくりや介護予防
に取り組む気運づくりを行っている。今年度は、行政主体で行
う事業だけでなく、住民の方にも加わってもらい協働して取り
組む事業も増えている。

・要介護状態になる前から、将来 家族が介護状
態になったときにどう支えていくのか話し合って
おくことが必要です。また、高齢者だけでなく自
分の問題として、老後について考える場を提供し
ていきます。

　出前講座・地域運動教室等の場を利用して、若いうちから介
護予防の必要性や対策について意識啓発し、自分のこととして
とらえてもらう取り組みを行っている。

活動の担い手づ
くりの推進

・地域コミュニティー活動の担い手となるリー
ダーを積極的に発掘・育成するとともに、リー
ダーの積極性・向上心が持続するような支援を行
います。

　健康サポートリーダー養成講座を今年度も継続し、3地域に
おいて6回シリーズの養成講座を開催している。また、すでに
健康サポートリーダーとして登録しておられる方には、年3回
の研修会で意欲の喚起・具体的な取り組み方法の習得・活動の
悩みに対する対応を行っている。

支え合いネット
ワークづくり

・町内の独居老人・高齢者夫婦世帯の状況を把握
し、民生委員を中心として、身近な地域で支えて
いくネットワークを構築していきます。

　地域での支え合いの中心となる自治会長や民生児童委員に、
地域支え合いの必要性を理解していただくため、自治会長会や
民生児童委員会において、研修会を行った。羽須美地域　戸河
内地区においては、自治会長・民生児童委員の声かけにより
「戸河内見守りネットワーク」の組織ができた。

②認知症高齢者を支える体制づくり

意識啓発 ・認知症高齢者やその家族を地域で支えていける
よう、認知症についての理解を深めていきます。 　島根大学との共同事業で、特定健診に併せうつ・認知機能検

査を実施し、早期発見と・早期対応をはかった。また、それに
伴い3地域において認知症予防講演会を開催し、認知症に対す
る理解を深める取り組みを行った。また、各地域で開催してい
る認知症予防教室への活動支援を行い、身近な場での認知症に
対する意識啓発を継続している。

相談窓口の充実 ・現在各支所にある認知症相談窓口をより周知す
るとともに、地域包括支援センターと連携をと
り、認知症に関する情報提供・専門医療機関の紹
介・利用できるサービスの紹介と実際にサービス
に結び付くよう調整を行います。

　各支所に相談窓口を設置している他、心の健康相談・社会福
祉協議会の物忘れ相談等の相談窓口があるが、相談者が少なく
今後もPRをしていく必要がある。

個別支援の充実 ・認知症高齢者には日常生活への支援が必要であ
り、また症状も個人差が大きいため、個別支援が
必要となります。個別相談・指導の必要な方は地
域包括支援センタースタッフや保健師が訪問し、
状況把握を行った上で個別支援計画を立て、それ
に基づいたサービス提供を行います。

　前期高齢者の中で、基本チェックリストによる危険群・大学
健診の認知・うつ機能低下者に対しては、保健師が状況確認を
行い、必要な方を治療あるいはサービスにつなげていく。認知
症フロー図により、地域や関係スタッフからあがってきた情報
については、月1回の調整会議の場で処遇検討を行い、支援計
画を立てる。

・認知症サポーターが生活支援や地域行事への参
加支援 等日常生活の支援を行います。 支援・活動は実施できなかった。

家族に対する支
援の充実

・認知症高齢者を支える家族の精神的・肉体的負
担が大きいことから、キャラバンメイト（※１）
や認知症サポーター（※２）・関係スタッフが随
時 悩みの相談に応じます。また、家族介護者教
室を開催し、リフレッシュ・情報交換・仲間づく
りを行い、介護者の精神的な支援を図ります。

家族交流会で介護者への健康支援を行った。キャラバンメイト
登録者に社会福祉協議会主催の「認知症ボランティア講座」へ
の研修を案内し、再教育を行った。専門職に対して認知症の家
族支援スキルアップ研修を実施した。

本人と家族を支
えるネットワー
クづくり

・認知症高齢者が在宅で生活するためには、家族
介護だけでは限界があり、地域で支えていく体制
づくりが必要です。認知症の症状として、徘徊・
物を壊すなどの問題行動がみられる場合もありま
す。そういう方に対しては、それを見かけたとき
の本人に対する声かけや見守り・家族への情報提
供が必要であることから、近隣住民による支援体
制づくりを行います。また、ボランティアなど公
的以外のサービス調整に努めます。

　認知症になっても、住み慣れた地域で安心して生活できるよ
う、今後も自治会や民生児童委員等の地域の方と話し合いを重
ねながら、地域のみなさんによる見守り体制を整備する。

・認知症に対する誤解や偏見をなくし、認知症に
なっても地域で暮らし続けることができる地域づ
くりを推進し、住民による学習会を自主的に開催
します。 キャラバンメイトの再教育を「認知症ボランティア講座」に併

せて実施した。・キャラバンメイト・認知症サポーターの位置づ
けや役割を明確にするとともに、育成を継続して
行います。また、活動交流会や研修会を行い、質
の向上に努めます。
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（３）生活支援の充実

①各種団体の支援

項目 内容 実施状況・評価
ボランティア活
動の促進

・ボランティア活動の活性化を図るため、町民の
ボランティアに対する意識啓発を行うとともに、
ボランティアセンターを中心として情報提供・利
用の相談窓口の整備、団体間のネットワークづく
りを促進します。

手話ボランティア養成講座実施16名・認知症支援ボランティ
ア養成講座2月実施予定・邑南町ボランティア団体支援事業助
成金2月実施予定・サマーボランティアスクール実施施設体験
型126名、プログラム型54名・サマーボランティアリーダー
研修実施(教育委員会と共催)18名・広報「おおなん社協」及
びホームページで啓発及び情報提供を行った。・きらりおおな
んいきいき活動事業で登録者の呼びかけや活動施設等を募集し
ボランティア活動の普及啓発活動を行った。邑南町地域福祉推
進月間に合わせ、11月第2土曜日を「邑南町ボランティァの
日」と定め、町内一斉にゴミ拾いを実施した。参加者223名

老人クラブ活動
の支援

・老人クラブは高齢者が知識と経験を生かし、生
きがいと健康づくりのための社会活動を行うこと
により、老後の生活を豊かなものにするという目
的があります。近年、会員の減少により、本来の
活動ができにくい状況になっていますので、各老
人クラブ単位で、参加してみたくなるような魅力
ある活動を工夫したり、活動のＰＲに努め、会員
の増加を図るとともに組織の活性化に努めます。

・介護予防活動としてグランドゴルフを年3回実施。
・各老人クラブでは地域・社会貢献・ボランティア活動・介護
予防として様々な活動を展開した。
・老人クラブの中で介護支援ボランティアへの活動を推進し
た。

生きがいづくり
自主グループの
支援

・地域には、高齢者の生きがいづくりを目的とし
た、自主グループがあります。各地で様々なグ
ループが立ち上がるよう、行政が相談やアドバイ
スを行い、それぞれのニーズにあった活動に参加
できるよう調整を行います。

地区社会福祉協議会を中心に自治会エリアを対象として、「い
きいきサロン」を実施。公民館ごとに地域の特色を生かした健
康と生きがいづくり事業を行った。

民生児童委員の
活動支援

・民生児童委員は、町民の生活支援をするととも
に、福祉サービスの調整及び相談役として期待さ
れていますが、担当エリアが広く全体をカバーす
るのが難しい状況です。また、地域のつながりの
希薄化とともに活動しにくくなっています。今
後、近隣・身近な社会資源を活用して、高齢者の
状況が把握できるシステムづくりを行うととも
に、民生委員を中心に地域で高齢者を支援してい
く体制づくりを行います。

地域の生活環境の変化とともに民生児童委員の位置づけは重要
となっている。自治会等の協力・連携体制が必要になつている
ため民生児童委員協議会で自治会会長会に協力依頼を行った。

社会福祉協議会
活動の支援

・社会福祉協議会は地域における福祉活動の中心
的な役割を担っており、行政と連携して住民参加
型の地域福祉活動の推進が期待されています。民
生委員の活動を支援する組織として、また一番身
近な支え合いの単位である集落福祉員・ブロック
福祉委員会が、地域の福祉活動の母体となるよう
位置づけ、各公民館・自治会と連携をとって地域
づくりを推進していきます。

毎月定期的に会議を開催し、委託事業を中心に実施状況の確
認・課題の検討を図った。

②各事業の支援

項目 内容 実施状況・評価
生きがいづくり
活動の支援

・自主活動やボランティア活動に対して、活動が
継続できるような支援体制を整えます。また、そ
れにあわせてリーダーの育成を行います。

きらりおおなんいきいき活動の普及啓発活動に取り組んだ。

い き い き サ ロ
ン・生きがいと
健康づくり事業
の支援

・福祉ブロック・公民館単位に取り組まれている
各事業に対し、虚弱な方を含めて参加しやすい体
制づくりをおこないます。介護予防が必要でも、
参加に結びつかない方があることから、対象者の
把握と参加勧奨を積極的におこないます。

地区社会福祉協議会を中心に自治会エリアを対象にして「いき
いきサロン」を実施。開催数91回、参加者2,544人(H22,12
現在)

・内容や開催回数の調整を行い、本来の目的であ
る介護予防の役割が担えるよう支援していきま
す。

社会参加の促進 ・シルバー人材センターを各地域に整備するよう
努め、それぞれの地域の人材発掘・育成、サービ
ス提供体制を整えていきます。 シルバー人材センターは社会福祉協議会で行い、高齢者の知

識・経験を活用し地域づくりに取り組んだ。依頼内容は草刈
り、剪定、伐採、雪かきなどが多い。(会員121名、請負件数
693件(H22,12現在)

・シルバー人材
センター

・平成19年度から定年を迎えるいわゆる団塊の
世代に対して、ボランティア活動への参加や地域
行事への参画等を通して、地域に目を向ける働き
かけを行うとともに、定年を迎えたとき、そのマ
ンパワーが地域で活躍できる体制を整えます。

・農業活動 ・農業は高齢者が生涯現役として活躍できる場で
す。自宅の農作業はもとより、集落営農等農業の
場で、高齢者の持つ知識や、これまで培ってきた
技術を発揮し、生きがいに結び付くよう支援体制

邑南アグリ元気塾は７人が栽培技術を習得した。
集落営農法人数１７集落・特定営農団体５団体

・世代間交流の
促進

を整えます
・世代間交流により、高齢者の知恵や体験を、若
い世代に伝える場づくりを行います。

地区社会福祉協議会を中心に自治会エリアを対象にして「ふれ
あいサロン」を実施し、世代間交流・健康づくりを行った。
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2-2　地域でいつまでも暮らせる環境づくり

（１）介護サービスの基盤整備

①制度の安定的運営の取り組み

項目 内容 実施状況・評価
介護保険資源の
適正な利用

・介護保険サービスのケアプランを担う介護支援
専門員の質の向上は大切で、研修を充実します。 7月介護保険課主催による認定調査研修が実施され参加した。

11月厚生労働省が、全国の認定調査員を対象とした学習教材
をインターネット上でシステム化した「認定調査員向けe-ラー
ニングシステム」を活用し調査員が学習の機会が持てるように
なった。「ケアプラン点検」を介護保険課と合同で取り組ん
だ。提供されたプランを担当の介護支援専門員が同席し点検・
指導が行われた。

・保険者として給付の動向を見極めながらケアプ
ランの点検や評価等も視野に入れ、資源が適正に
利用できるよう努めます。

・介護サービス提供事業所においても、利用者の
個々のプランを充実し介護度の重度化を予防する
取り組みを推進します。

②介護保険制度の見直しによる今後の対応

広報活動による
意識啓発

・町民に介護保険制度の理解や協力を得るため、
広報紙を活用し、理解の促進を図ります。 邑智郡総合事務組合広報誌により介護保険事業報告を行った。

地域からの要望のあった「出前講座」でパンフレットを活用し
制度の理解に努めた。

制度改正に伴う
円滑な運営

・地域密着型サービス（※１）に対する町民の理
解を促進し、町として必要量を把握し必要に応じ
た整備を推進します。

小規模多機能型居宅介護整備は３町に各一箇所が事業決定を受
け、邑南町では「こもれび」が3月に開所予定である。

・介護療養型医療施設については、国の動向を注
視しながら今後の対応を検討します。

介護療養型医療施設「三笠記念病院」は4月介護療養型保健施
設「ケアセンター三笠」に変更し引き続き介護保険施設として
役割を担う。

・養護老人ホームの外部サービスについて利用者
やその家族の理解を得ること必要です。また、重
度化した利用者に対して、速やかに次のサービス
につながる体制づくりを検討します。

香梅苑入所者の外部サービス利用数26人で重度化が図られて
いる。

③在宅支援の充実
自立支援・介護
予防の充実

・高齢になっても住み慣れた自宅で自立した生活
が送れるよう支援の強化が求められています。介
護予防に重点を置いたケアプランが必要で、事業
所においてもその実現のための取り組みが必要で
す。

ケアマネジメント研修会を開催し、個別プラン介護予防を視点
としたケアプラン作成に努めている。

（２）介護サービスの質の向上

①ケアマネジメントの質の向上

項目 内容 実施状況・評価
介護支援専門員
の質の向上

・介護支援専門員にプランの提示を求め、計画さ
れたプランの助言や評価を行い、よりよいケアプ
ラン作成に向けた研修や指導を行います。

県立広島大学金子務氏を講師に「医療と介護の連携強化と介護
支援専門員の課題」と題しケアマネジメント研修会を6月に実
施し質の向上に努めた。

②サービスの質の向上

居宅サービス・
施設サービスの
質の向上

・人権や尊厳確保の観点から、身体拘束を廃止す
る取り組みを推進します。 施設・サービス事業所で自立支援に向けた介護を取り組むこと

ができるよう事業所連絡会、介護相談員、介護支援専門員研
修、ケアプランの点検を実施した。

・在宅での自立支援の援助となるような質の高い
プランやサービスの提供を推進します。

③サービス評価の推進

介護相談員の活
動の促進と第三
者評価の推進

・町広報等により介護相談員の活動状況や第三者
評価の取り組み状況を掲載し、啓発に努めます。

定期的に介護相談員の活動状況を把握し、介護相談員・施設・
行政との三者連絡会を開催した。施設での活動状況を中心に意
見交換を行った。

・連絡会等を開催し、介護相談員の活動支援をし
ます。また、介護相談員の研修を支援します。

・介護保険施設等が、自己評価や外部評価の取り
組みを推進するよう働きがけます。

相談窓口の充実 ・苦情・相談等の窓口相談を充実し、サービスの
質の向上につなげていきます。

地域包括支援センター・各支所福祉係が窓口になり対応。サー
ビス調整・関係機関との連携を行いサービスのワンストップに
努めた。

（３）介護給付の適正化

①適切なサービス提供のための体制づくり

項目 内容 実施状況・評価
適正給付ができ
る体制づくり

・保険者として定期的な給付の点検を行います。
介護保険課と連携し取り組んでいる。

適切なサービス
提供ができる体
制づくりの推進

・サービス未利用者には指導を行い、適切なサー
ビスを提供することにより悪化の予防を行い、ま
た、サービスの必要性が高い高齢者に対しては、
地域のネットワークにより情報が把握できる体制
を築き、必要なサービスを提供し要介護状態にな
らないよう支援します。

窓口や介護支援専門員と連携し情報共有し適正化に努めてい
る。
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（４）介護保険事業の円滑な運営

①介護保険事業の円滑な推進

項目 内容 実施状況・評価
事業の円滑な推
進

・事業の評価や分析を積極的に行い、今後の方向
性を示せる体制づくりを進めます。 介護保険課から定期的に送られる給付状況を確認している。

生計困難者に対
する対策の適切
な運営

・町広報、地域ケア会議等において周知し推進し
ます。 広報誌による周知・事業所連絡会等において制度の説明を行い

対応に努めている。・個々の相談にも対応します。

（５）要介護状態になっても生きがいを持って暮らせる支援

①生きがい活動の支援

項目 内容 実施状況・評価
生きがい活動の
支援

・要介護者及び家族から生きがいや楽しみ活動の
要望があった場合、近所、集落、自治会、ＮＰ
Ｏ、ボランティア等で支援できるような体制づく
りを行います。また、調整役やリーダー育成を図
ります。

要望はなかったが、今後地域での体制づくりや人づくりの検討
が必要と思われる。

②家族・地域介護者支援体制の充実

家族の経済的負
担の軽減

・生計困難な世帯で、高齢者を介護している家族
の経済的負担の軽減を図るために、介護用品購入
費助成等により要介護高齢者が在宅で引き続き生
活ができるように支援していきます。

助成対象者は３８人で内新規対象者は１１人で、助成券年間
75,000円の利用率は7割だった。

家族介護者の支
援

・高齢者を介護している家族に対し、介護方法や
介護予防、介護者の健康づくり等についての知
識・技術を習得するための教室を実施します。さ
らに介護者同士の交流を深め、精神的負担の軽減
を図ります。

家族者交流会を１１月１６・１７・１８日に開催した。介護支
援専門員に調整と参加の協力を依頼した。「お口の健康の話」
「軽度の体操」を行った。参加者４８人

地域の支援体制
づくり

・ヘルパー養成研修等により、介護を要する方た
ちへの思いやりを深め、よりよい介護ができるよ
う知識や技術を習得してもらい、活躍し得る人材
を養成していきます。また、そういった方たちの
活躍の場を提供していきます。

最近の受講は、施設従事者の資格取得や就職活動への傾向があ
る。地域での活躍の場づくりの検討が必要である。
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2-3　介護予防と地域包括ケア体制の強化

（１）介護予防の推進

①情報の提供・収集
項目 内容 実施状況・評価

介護予防推進の
意識啓発

・生活をより活発に行ったり、社会参加すること
により介護状態を防ぐことができます。要支援・
介護状態にならないための意識啓発を行います。
特に、高齢者世代に入る早い段階から、介護予防
の意識を持てるよう啓発をすすめます。

健康サポートリーダー講座・公民館での健康と生きがいづくり
推進事業・出前講座を通じて意識啓発を行った。楽しみなが
ら、自分のペースで介護予防・健康づくりに参加できる介護支
援ボランティア制度について周知した。

情報収集の支援 ・基本健診・主治医・民生委員・保健師・本人・
家族からの相談・訪問等により生活の機能が低下
している高齢者を早期発見できる体制づくりが必
要です。虚弱な高齢者（特定高齢者）・予防給付
への適切な働きかけをしていきます。

前期高齢者は特定健診審査・後期高齢者は基本チェックリスト
の結果介護予防健診により特定高齢者を決定した。基本チェッ
クリスト未回収者の状況確認を定期的に行った。医療機関調整
会議（年２回）で円滑な健診の流れについて検討・調整を行い
特定高齢者の個別サービス利用状況報告をした。

介護予防サービ
スの提供

・基本チェックリストにより、各個人の問題点の
明確化を図り、下肢筋力低下・低栄養・口腔機能
低下・うつ等それぞれの課題に対するアセスメン
ト行います。

個々の基本チェックリストの結果に応じたサービス利用の推進
を行った。前期高齢者把握６６４人　出現率１４％　サービス
利用７人　後期高齢者把握１,７２２人　出現率４２％　サー
ビス利用５８人

・特定高齢者介護予防支援事業として、デイサー
ビスセンター等において、歯科衛生士・栄養士・
運動指導士等、専門スタッフが支援を行い重度化
の防止に努めます。

通所型では運動型デイサービス（運動器機能向上）と交流型デ
イサービス（認知・うつ・閉じこもり予防）を実施し、専門職
による運動指導・口腔・栄養指導を実施した。元気館ではマシ
ン・プールコースを実施し予防の意識啓発と運動の継続を図っ
た。

・提供したサービスに対して、定期的な評価を行
い再アセスメントをしていきます。

定期的な体力測定や痛みの有無・意欲に関する調査を行い評価
を実施した。

・保健課・生涯学習課等との連携を図り、円滑・
効果的な予防事業を実施します。

保健課・公民館・社協と定期的に事業の検討を行い介護予防推
進に向けての事業に取り組んだ。

一貫した評価 ・介護マネジメント（生活状態・ニーズに合った
介護計画）をし、「特定高齢者」「新予防給付
者」に課題の把握・計画・評価・再課題の検討を
行います。

アセスメント・計画の様式は同じものを使い、アセスメントの
過程で特定高齢者・新予防給付者に生活機能低下を自覚しても
らい予防に取り組む意欲につなげた。モニタリング・評価をし
ながら適切なサービス利用を調整した。

・介護予防特定高齢者施策・予防給付を実施して
いる関係機関との有機的な連携に努め、予防事業
評価を実施します。

関係機関と定例会議を開催し、進捗状況を確認した。課題につ
いては、解決策を検討し実施に向けて調整をした。

介護予防の推進 ・身近な所へ出かける場所づくり・生きがいづく
りによる予防活動を推進します。 認知・うつ・閉じこもり予防を目的とした交流型デイサービス

を実施した

・高齢者同士や地域での自主的な介護予防への取
り組みへの支援を行います。 地域ささえあいミニデイの立ち上げ推進や既存グループの活動

支援を地域担当者を決めて実施した。

②包括支援センターの機能充実

セ ン タ ー の 周
知・充実

・地域包括支援体制の実施をめざし、総合的な
ネットワークの構築・総合相談・権利擁護・包括
継続的ケアマネジメントの支援・介護予防マネジ
メントを行います。

多岐にわたる業務を関係機関との連携で事業を進めてきた。介
護予防を推進するための「介護予防推進計画書」が3月に作成
予定。

・必要な人に適切なサービスが提供できる調整・
決定会議が必要です。定期的な評価・見直しを行
い適切なサービスを提供をします。

・多職種との連携により協働・一体となって地域
生活に安心を提供していきます。

・介護予防事業の推進充実にあたっては、福祉
課・保健課・教育委員会・支所との連携はもとよ
り、センターの機能体制の強化が求められます。

地域包括支援セ
ンター運営協議
会の推進

・関係者全体で地域に何が不足しているか・どう
いう町であっ

年２回開催し事業の検証・現状・課題・提案を報告・協議をし
た。

てほしいか協議や合意をしながら、地域社会をつ
なぐ役割を担う地域包括支援センター運営協議会
を定期的に開催し、センターの運営を審議し、公
正・中立的な運営を図ります。

③介護予防事業の評価の実施

介護予防事業の
評価の実施

・地域支援事業における介護予防事業を効果的か
つ効率的に実施するため、要支援状態から要介護
状態への移行をどの程度防止できたかなどの事業
成果に関する評価（アウトカム評価）、投入され
た資源量、事業量の評価（アウトプット評価）、
事業実施過程に関する評価（プロセス評価）を実
施します。

介護予防事業全般について評価を行い、新年度の事業の実施に
向けて検討をした。
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（２）地域の高齢者への総合的な支援

①総合支援の体制

項目 内容 実施状況・評価
総合相談の支援 ・相談対応・継続的な支援は心身の健康の維持・

生活安定への援助となります。高齢者を支える地
域と関係機関とのネットワーク体制を整え、必要
なサービスの提供できる体制整備を図ります。

民生児童委員・サービス事業所・介護支援専門員・福祉事務
所・保健課との各機関と連携し相談支援・ケース検討を行い自
立に向けた生活を支援している。高齢者虐待防止対策推進協議
会を年２回開催した。

高齢者が安心し
て生活できる支
援

・権利擁護・成年後見制度の活用・社会福祉制度
等専門的な立場から支援を行います。また、高齢
者虐待被害増加防止ネットワークを構築します。

・高齢者を対象とした消費者被害増加に対して、
各窓口と町民課・消費者センターとの連携を強化
し、クーリングオフ制度等を活用した対応を行い
ます。

自立への支援 ・介護予防事業・予防給付などのサービスだけで
なく、地域のインフオーマルサービスを活用し、
「本人のできることはできる限り本人が行う」と
いう意識を啓発します。

サービス提供時は利用者と一緒に本人の目標を設定し、一定期
間でモニタリングを行い、今までの生活を振り返り自立に向け
たプラン作成をした。・サービス提供は、一定期間ごとに見直し効果的

なプログラムの提供を用意し、状態維持や改善に
向けて支援をします。

包括・継続した
支援

・多様化する高齢者の生活の尊重の観点から、可
能な限り住み慣れた地域で自立した生活を送るこ
とができるよう、高齢者の努力とともに、資源の
活用・支援を集め生活全体を支えていくことをめ
ざします。

元気な高齢者から要介護高齢者に対応する事業を展開した。

②介護支援専門員への支援（介護の必要な高齢者や家族を支える身近な専門職）

介護支援専門員
への支援

・介護予防・介護給付における包括的なマネジメ
ント実施のため介護支援専門員を支援します。

ケース検討会・個別相談に対応した。

・業務を円滑にすすめるために、介護支援専門員
同士のネットワークづくり・定期的な情報交換の
開催・研修を行い、介護支援専門員を支援しま
す。

・個別な困難事例へ対応できる専門員の助言・支
援します。
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障害者計画・障害福祉計画に係る評価報告書
３-１　誰もが暮らしやすいまちづくり【障害者計画】
（１）啓発・広報
①啓発・広報活動の推進

項目 内容 Ｈ22　実施状況・評価
障がい者施策のＰＲ ・町広報紙に「障がい者福祉のコーナー」の枠を設け

るなど工夫し継続して情報提供を行ないます。
・事業・活動を通じて随時啓発・情報提供等を実施。
・町広報に「障害福祉情報コーナー」枠を設け、福祉
サービス紹介や最新の情報を提供している。
・広報「おおなん社協」及びホームページで実施。
・「手をつなぐ育成会」で障がい者の日啓発キャンペー
ンを開催した。

・ニーズに応じた講演会テーマの設定や障がい者の発
言の場を設けるなどし、疾病や障がいは誰でもおこり
うる自分のこととして考えられるよう、町民に対する
意識啓発を進めます。

・事業・活動を通じて随時啓発・情報提供等を実施。
・広報「おおなん社協」及びホームページで実施。
・「手話ボランティア養成講座」を開講。(社協)
・「認知症支援ボランティア養成講座」を開講。(社協)
・「町民後見人養成講座」を開催。(社協)
・保健課と連携して「うつ予防講演会」を３会場で開催
し、各館１２会場で「自殺予防講演会」を開催中。

・町広報紙への掲載や情報紙を通じた相談窓口のＰＲ
を継続します。

・町広報９月号に障害者雇用、相談支援事業所、障害者
相談員についての記事を掲載。
・町広報10月号に相談支援事業所の紹介記事を掲載。
・町広報の「障害福祉情報コーナー」において障害福祉
行政用語の解説の連載をはじめた。

②福祉教育の推進
福祉教育、人権教育の
推進

・福祉サイドから積極的に教育機関に対し関わりをも
ち、福祉教育の推進に努め、障がい者に対する理解と
人権意識の高揚を図ります。

・町内の小中学校からの要請に応え、点字・手話・車椅
子体験・高齢者疑似体験教室を実施。(社協)
・８月に小学校６年生を対象にサマーボランティアリー
ダー研修を開催した。(社協・公民館共催)
・サマーボランティアに矢上高校の生徒に呼び掛け、ボ
ランティアとして参加してもらい、子どもたちと一緒に
活動してもらった。(社協)
・町内各公民館で、人権問題学習会を開催した。

障がい者との交流の場
づくり

・各種団体、施設と連携し、障がいのある人・ない人
が共通の意識をもって交流できる機会を継続して提供
します。また、地域行事に障がい者が参加できる環境
づくりを行います。

・聴覚障害者交流デイサービス（年6回）、邑智郡ふれあ
いの会（知的障害者等当事者グループ）余暇活動の支援
(年4回)を行い、障害者支援ボランティア・地域住民等と
交流。(社協)
・障害者施設での行事にボランティアの皆さんや矢上高
校の高校生に参加して頂き交流を図った。(社協)
・９月に、はあもにぃはうす利用者の方が矢上高校の学
園祭に参加し、障害に関するチラシ配布を行った。
・人権週間に合わせて盲導犬学習会を開催し、３月の彼
岸市「公民館まつり」に盲導犬募金活動を計画中。（井
原）
・夏休み交流レクリエーションの開催。（井原）
・救護施設さつきの園と公民館いきいき大学の交流運動
会、餅つき会、ゲートボール（出羽）

③公共サービス従事者に対する障がい者理解の推進
公共サービス従事者の
理解促進

・公務員や指定管理者をはじめとする各種公共サービ
ス事業の従事者に対して障がい者の理解の促進を図る
ため研修会等を推進します。

・公共サービス事業所に対して障害者雇用に関する企業
アンケート調査を実施したことは意識啓発となった。

④ボランティア活動の推進
既存ボランティア活動
への支援

・活動の拡大を図るシステムづくりやボランティアセ
ンターなどを通じた更なる情報交換や連絡調整の推進
を図ります。

・障害者支援ボランティアへの活動費の助成・情報提
供・連絡調整、事業協力要請。(社協)

ボランティア育成 ・後継者の育成を含め、若い人たちが積極的にボラン
ティアに参加できる体制を検討します。

・手話ボランティア養成講座、認知症支援ボランティア
養成講座、町民後見人養成講座の開催(社協)
・ボランティア活動支援事業によりボランティア団体の
活動を支援。(社協)

（２）生活支援
①利用者本位の生活支援体制の整備

項目 内容 Ｈ22　実施状況・評価
相談窓口の広報 ・町広報紙に「相談窓口」の枠を設けるなど、継続し

た広報を行います。
・町広報９月号に障害者雇用、相談支援事業所、障害者
相談員についての記事を掲載。
・広報「おおなん社協」発刊。総合相談センター開設、
各種相談に対応。

成年後見制度の申請手
続き費用負担

・生活保護受給者における市町村長申立の費用の公費
負担を継続します。また、後見人に対する報酬が発生
するため、生活保護世帯や年金の低額受給者への充実
を図ります。

・成年後見制度利用支援事業として、今年度も予算化し
た。（利用は申し立て1件）
・法人後見（5件）対応。（社協）

②福祉サービス等の推進
障がいの特性にあった
プランの作成充実

・自立支援法の制度普及を図りながら、サービス利用
計画について、その内容と作成事業者の広報や周知の
方法を充実します。

・年間15件を目標に、相談支援事業者に委託して、ケア
プランをたてている。（見込　8件）

疾病や障がいへの理解
促進



③経済的自立の支援
権利擁護事業の制度周
知

・町広報紙に載せるなど、継続した広報を行い制度の
周知を行います。

・「日常生活自立支援事業」を実施(14件契約)。(社協)
・町民後見人等養成講座認知症支援ボランティア養成講
座等を通じて制度の周知を図った。(社協)
・広報「おおなん社協」発刊。

各種の町単独助成事業
の継続

・医療費助成・交通費助成制度の維持に努めます。 ・２２年度も継続して実施した。

④スポーツ、文化芸術活動の振興
各種団体への入会の推
進と運営の充実

・団体自体の広報活動の推進や支援を行います。ボラ
ンティアの受け入れを行い、会員が支援を必要とする
事項について協力を求め充実した組織になるよう支援
や運営体制の充実を促進します。また、地域に出かけ
て相談を受ける戸別訪問相談を充実します。

・邑南町身体障害者福祉協会へ補助金を交付。
・「邑南町手をつなぐ育成会」「邑智郡ふれあいの会」
の事務局を担当。(社協)
・邑南町精神障害者家族会の事務局を担当。(ハートフル
みずほ)

スタッフの充実 ・障害者スポーツ・レクリエーション活動を普及する
ための指導員や専門知識を有するスタッフの充実に努
めます。

・地域生活支援事業により「邑智郡障害者スポーツ協
会」の活動を支援。スタッフとしてゲートボール大会や
スポーツ大会の運営に協力。
・地域生活支援事業によりスポーツ教室や料理教室を開
催した。(邑智福祉振興会へ委託)

⑤地域における相談機能の充実
相談員、民生委員・児
童委員活動の充実

・相談員制度の普及啓発を行うとともに、民生委員・
児童委員活動の充実や、専門研修による支援や他の相
談事業との連携を図ります。

・島根県が相談員業務を委託。町広報に紹介記事掲載。
　　身体障害者相談員　新田守正さん
　　知的障害者相談員　前田玲子さん
・民生委員・児童委員へは、さまざまな機会に制度説明
等を実施、協力を求めている。

（３）生活環境
①住宅、建築物のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の推進

項目 内容 Ｈ22　実施状況・評価
公共施設等の整備 ・可能な限り「バリアフリー新法」の整備基準をめざ

すとともにユニバーサルデザインに配慮した整備を行
います。既存施設については点検を行い計画的な改修
に努めます。

・新規に建設する建物については、バリアフリー化・ユ
ニバーサル化に配慮し設計施工した。
・瑞穂支所の建設にあたって、バリアフリー化･ユニバー
サル化に配慮し設計施工した。

民間施設の整備 ・障がい者にとって暮らしやすいバリアフリー住宅の
整備について、啓発・普及に努めます。

・必要に応じて個別に対応している。

・町営住宅の新設・建替えにあたっては、段差の解
消、余裕のある廊下・出入口等、障がい者や高齢者の
利用に配慮した設計により可能な限りバリアフリー化
を推進します。既存の町営住宅における手摺の設置、
段差解消など障がい者や高齢者向け改修については、
要望により対応します。また、障がい者が暮らしやす
いグループホーム・ケアホーム等の整備の推進を図り
ます。

・24戸の公営住宅の改善工事を行った。
○床段差の解消、便所・浴室等への手摺りの設置
○ﾄﾞｱ、水栓のﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ化
・グループホーム・ケアホームとしての利用について
は、現在5戸を供給している。今後も、一般町民需要に配
慮しつつ条件が許せば供給していきたい。

・居住サポート事業を使用し入居支援や成年後見制度
の促進による契約の安定を図ります。

・相談支援事業の一環として取り組んでいる。
・成年後見制度は福祉課及び町社協で取り扱っている。

②公共交通、歩行空間等のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の推進
・障がい者自らが公共交通機関を利用して通院や買い
物ができるよう、車椅子の利用や障がい者の乗降が容
易な低床バスやリフト付タクシーの導入を関係機関に
働きかけます。

・低床バスの導入については、石見交通バスで進められ
ているが、町営バスについては積雪地域でもあり導入で
きていないのが現状。タクシーについては、一部の事業
者でリフト付き車両が導入されている。

・地域生活バスについては定時定路線運行を基本と
し、需要が見込めない集落や地域においては予約乗合
方式を導入するなど、運行形態の改善を図ります。

・定期バス路線から離れた地域については、通院や買物
便として、羽須美地域けんこう号、瑞穂地域ふくし号、
石見地域やまびこ号を運行している。なお、一部の集落
については予約乗合方式を導入している。また、バスの
運行が困難な地域については、タクシー利用料の助成制
度を実施している。

③安全な交通の確保
快適な歩行環境の確保 ・公共施設、医療機関、商業施設などを結ぶ周回道路

を中心に、歩道、交差点、音声信号機、誘導ブロッ
ク、ポケットパーク障がい者用トイレ等を計画的に整
備するとともに国・県へ働きかけ、やさしい道づくり
を進めます。

・道路改良工事による、歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸの整備や、町道
の外側線等の区画線を整備することにより歩行者の安全
確保を図った。

・自立支援法に基づく移動支援事業を推進します。 ・3事業所に移動支援事業を委託している。（内、町内事
業所は1カ所）

・障がい者の日常生活上不可欠な外出や社会参加をし
やすいよう、外出の手助けや移動手段の確保の支援に
努めます。

・在宅の重度身体障害者を対象に、移送サービスを実
施。(愛香園・社協)

住宅の整備

公共交通機関の充実

移動手段の確保



④防災、防犯対策の推進
防災対策の推進 ・邑南町地域防災計画に基づき災害時要援護者に配慮

した環境整備、社会福祉施設・病院等の安全・避難対
策、在宅の災害時要援護者対策、災害時要援護者への
啓発を進めます。

・自治会や集落、民生委員を通じ、災害時避難行動要支
援者名簿を整備した。対象者の安否確認や避難誘導など
を含めた、地域における自主防災体制づくりを進めてい
る。自主防災組織については会議等を開催し組織の強化
を進めている。
・邑南町地震防災マップを作成し、全戸配布済み。

・防犯会議において、町内の犯罪・事故等の状況把握
に努め、生活安全施策に関する事項を協議し、障がい
者を含め誰もが犯罪や事件に遭わないよう、安全で安
心して暮らせる地域社会の実現を図ります。

・広報おおなんに町内の交通事故状況を毎月掲載
・防犯灯への補助（H22実績　54基）
・子ども安全センターと連携し、青色回転灯設置車両で
の巡回を実施。

・障がい者を含め誰もが交通事故に遭わないよう、交
通安全教室の実施、安全運転の啓発など交通事故の防
止や障がい者に配慮した交通安全教育の充実を図りま
す。

・交通安全啓発看板の設置や交通安全テント村、街頭指
導など邑智郡交通安全協会邑南町支部各分会、母の会、
老人クラブ、老人施設（香梅苑）、矢上高校などと連携
して交通安全啓発を行った。

（４）教育・育成
①一貫した相談支援体制の整備

項目 内容 Ｈ22　実施状況・評価
・誰もが気軽に相談できる環境の整備として教育・福
祉・保健・医療・就労の関係機関が連携した邑南町特
別支援体制推進事業の設置を図り、総合相談を行いま
す。（窓口の一本化）

・特別支援体制推進事業「すこやか相談ネット」の支援
チームを中心に定期的（月１～２回）、及び必要の応じ
ての相談活動を実施している。また、福祉課所管の要保
護児童地域対策協議会の実務者会議も定期的（２ヶ月に
１回）及び必要時に直ぐケース会議を実施するなど、課
を超えての連携を図り、よりよい指導へと繋げている。

・相談内容に的確に対応するため情報の共有化や関係
機関との連携の充実を図ります。

・「邑南町相談支援ファイル　すこやか」を作成し、幼
児期から学校卒業後まで途切れない支援のために活用し
た。また、パンフレットを作成し、利用の推進を図っ
た。

②関係機関の連携強化
・障がい児や家族が交流することは極めて重要なこと
であり、情報交換やスポーツ大会の支援や充実を図り
ます。

・地域生活支援事業により「邑智郡ふれあいの会」の活
動を支援している。
・「邑智郡ふれあいの会」の活動支援、事務局を担当
（社協）

・障がい児の活動支援グループの育成及び連携を図
り、障がい児、保護者会活動の相談、支援体制の充実
を図ります。

・「ことばを育てる親の会」活動支援（社協）
・「邑南町手をつなぐ育成会」事務局を補佐、活動助成
金を支出。（社協）

・子育て支援事業との連携に向けた支援を行います。 ・瑞穂・羽須美管内は東光保育園内に瑞穂子育て支援セ
ンター、石見管内は、東保育所内に石見子育て支援セン
ターを設置し、在宅の乳幼児、保護者の相談支援を行っ
ている。また、各保育所や子育てサークルなどとの連携
も行っている。

・発達障害者支援センター「ウィンド」との連携を強
化します。

・支援の必要な方への情報提供。センター主催の連絡会
議へ3回参加し連携を強化しつつある。個別ケースについ
ても連携して支援できるよう取り組みつつある。

③個々のニーズに応じた指導の充実
就学前指導の充実 ・在宅の障がい児が早期に適切な療育を受けられるよ

う発達クリニックをはじめ、専門療育機関の活用、児
童相談所、保健所など関係機関との協力を得ながら療
育に関する相談・指導体制を充実します。

・発達クリニックを年6回実施し、必要なケースに対して
療育の紹介を行っている。また、特別支援相談ネット
ワークにより、関係機関による相談体制が充実してき
た。
・合同相談を年１４回開催。
・町内全保育所へ巡回相談

障害児保育の推進 ・障がいのある子ども・ない子ども相互の理解を深
め、心身の発達を促し社会生活に必要な基礎能力を養
うため、障がいのある子どもとない子どもの集団保育
を進めます。

・障害児保育については、希望に対し全ての保育所
（園）で対応可能となっており、Ｈ22年度は、出羽、市
木、いわみ西,東の４ヵ所で受入をしている。さらに、今
年度から県の補助対象にならない、発達障害児について
町単独での補助を行っており、東光、いわみ西、東で実
施している。

・すべての児童・生徒が、個々の力を十分に伸ばす教
育を受けられるよう、保護者との連携のもと、個々の
児童・生徒のニーズに応じた特別支援教育を進めま
す。

・就学指導委員会後の保護者面接では十分な時間をか
け、本人と保護者のニーズの把握に努めた。来年度にむ
けての新設学級はなかった。

・教育設備の整備・充実に努めます。 ・特別支援学級の新設にあたっては、それぞれに入級す
る児童生徒のニーズに応じた設備とした。

・学習・進路・教育相談などの支援充実に努めます。 ・今年度学級を新設した学校においては、特別支援拠点
学校である石見養護学校のコーディネーターを中心に研
修会や巡回相談を開催した。

・スクールカウンセラーの充実に努めます。 ・瑞穂中、石見中、羽須美中を拠点に3人体制で訪問相談
（県補助）を実施している。このうち、それぞれ中学校
区内の全小学校へも訪問相談を実施している。

・児童生徒の指導に携わる教職員が障がいを正しく理
解し、指導力を高めていくための研修の充実に努めま
す。

・県教育委員会が開催する研修会への参加を勧めたり、
島根県西部発達障害者支援センター・ウィンドや県央保
健所による基礎研修会を活用し積極的に参加した。

学校における福祉教育
の推進

・児童生徒に障がい児への理解を深め、やさしさと思
いやりの心を育てるための啓発教育と障がいのある子
どもとない子がともに理解を深めるための交流教育を
推進します。

・全学校、養護教諭中心に年間計画を作成し、これに
沿って学年に応じた指導を行った。また、中学生を対象
には「性・命・人権」の講演会を全中学校合同で実施し
た。

防犯対策の推進

乳幼児期からの一貫し
た相談支援体制の整備

任意団体との連携

特別支援教育の推進



④社会的及び職業的自立の促進
社会的・職業的自立の
促進

・施設が有している人的資源や機能を地域に生かすた
めにも養護学校卒業児で就労に適応できなかった児童
へのセーフティーネット的な役割を果たす相談事業の
推進を図ります。

・相談支援事業者において個々のケース対応している。
・困難事例については、自立支援協議会相談部会におい
て協議し対応している。

不登校児童への取り組
み

・関係機関の連携により不登校児童生徒、ひきこもり
やいじめ・校内暴力への相談しやすい環境づくりやた
けのこ学級といった社会資源の情報提供を推進しま
す。

・適応指導教室（たけのこ学級）の指導員2名体制で、う
ち1名の訪問指導員による全各校への訪問を実施し、早期
発見、早期対処に向け、小中学校間の情報共有を図るよ
う努めた。また、保護者からの相談やその支援について
も学校と連携をとりながら実施した。

⑤生涯学習の推進
生涯学習に取り組みや
すい体制づくり

・障がい者の知識・技術の習得、健康の維持・増進、
体力づくり、交流や仲間づくり等を通した生活の質の
向上に向けた、生涯学習活動に取り組みやすい体制づ
くりを進めます。

だれでも学習できる環境づくりをめざして、高齢者の健
康と生きがいづくり推進事業によりカルチャーバスや公
民館まつりに送迎バスを運行している。

（５）雇用・就業
①雇用の場の拡大

項目 内容 Ｈ22　実施状況・評価
・雇用の場の拡大を図るために、公共職業安定所（ハ
ローワーク）を中心に、養護学校・社会福祉施設・共
同作業所とのネットワークづくりを行います。

・雇用の場の拡大を図るためのネットワークとして、地
域自立支援協議会に就労支援部会を設置している。
・在宅障がい者（知的・精神）の雇用後の個別的支援
（相談・指導連絡等）を実施。(社協)

・事業主に対して、障がい者の社会的自立に大きな意
義をもつ就業について、広報・啓発を行うとともに各
種助成制度周知などを行い、障がい者の雇用を促進し
ます。具体的な実施組織としては職場実習連絡協議会
の充実を図るため、公共職業安定所（ハローワー
ク）・商工会・行政・相談支援事業所などの関係機関
を含む体制となるよう支援します。

・企業への理解・啓発・雇用要請対策を実施。(社協)
・地域自立支援協議会に設置した就労支援部会では、事
業所に対し雇用に関する実態調査を行った。
・実態調査の結果を踏まえて再調査を行い、障害者雇用
に積極的な企業と施設や学校との連携を深めていく。

福祉的就労の充実 ・障がい者のニーズや適性に応じた就労の場の確保を
図ることや、生活の安定や就労意欲を高めるため施設
等との連携や製品の販路拡大のための支援を行いま
す。

・各施設で製作している製品を共同募金で販売するグッ
ズとして購入。(社協)
・販路拡大のため、公共施設での製品の販売を認めてい
る。

②総合的な支援施策の推進
・障がい者が継続して就労できるよう、就労者企業訪
問や職場適応指導の活用や、身体障害者相談員や知的
障害者相談員との連携を進めます。また、就労に関す
る相談事業の充実を図ります。

・各障害者支援施設や相談支援事業所で継続就労の支援
や就労に関する相談支援を実施している。

・自立した生活の場を確保するために、グループホー
ム等の充実を図ります。

・各障害者支援施設は、県の補助金等を活用し、グルー
プホーム等の確保に取り組んでいる。
・旧町営住宅ををグループホームとして貸し出してい
る。

・職場訪問を充実し、就労障がい者の希望や事業主と
の意見交換を行いソフト面での支援を行います。

・就労に結びついたケースについては、随時、相談対応
等、支援活動を実施している。(社協)
・各障害者支援施設や相談支援事業所では、随時職場を
訪問し、相談等の支援を行っている。

・具体的には、商工会や公共職業安定所（ハローワー
ク）との連携強化や、これらを中心とした相談事業の
充実を図ります。

・地域自立支援協議会に設置した就労支援部会での事例
報告により、課題等の情報を共有している。

・施設や社会福祉協議会職員がジョブコーチとして支
援できる体制整備の推進に努めます。

・ジョブコーチの資格を地方で取得できるよう、県に要
望している。

（６）保健・医療
①障がいの原因となる疾病等の予防・治療

項目 内容 Ｈ22　実施状況・評価
健康づくりの推進 ・生活習慣に関する保健指導を強化するとともに、在

宅の障がい者の健康管理を促進するため、健康診査等
受診しやすい体制を検討します。また、ストレス管
理、心の健康づくりを推進します。

・特定健診や保健指導、メタボ予防教室等生活習慣に関
する保健指導を強化するとともに、在宅の障がい者の健
康管理を促進するため、大学と連携し、健康診査の充実
等魅力的な健診体制を実施した。また、ストレス管理、
心の健康づくりを推進するため、自殺対策緊急強化事業
に取り組み、うつ予防講演会で地域への啓発活動を行う
とともに、健康長寿おおなん推進会議の部会などと連携
し、予防活動に取り組んでいる。

乳幼児健康診査・乳児
相談・訪問

・障がいの原因となる疾病等の適切な予防及び、早期
発見、治療の推進を図るために、妊産婦の健康教育や
健康相談、乳幼児を対象とした健康診査・育児相談な
どの充実を図ります。また、継続的に状況把握を行
い、必要時には関係機関と連絡をとりながら親子が安
心して地域で暮らせる環境づくりに取り組みます。

・妊婦やその家族を対象に両親学級を2講座４クール開
催。望ましい妊娠生活を過ごせるように健康管理等の情
報提供を行った。妊婦の約２～３割が参加。
・出生後は保健師による乳児全戸訪問を実施。できるだ
け早期に訪問を行い、育児不安の軽減に努めるとともに
発育・発達の確認を行っている。
・ハイリスク妊婦や新生児に対しては、保健所や医療機
関との連携体制が整備されつつあり、今後さらに充実さ
せる必要がある。
・乳幼児に対しては、各年齢で健診・相談・教室を実施
し、心身ともに健やかな育ちを支援するとともに、病気
の予防・早期発見を行っている。支援が必要な場合は、
医療機関や特別支援事業等関係者が連携し支援体制の整
備・充実に努めている。

雇用の場の拡大

就労の継続・安定に向
けた支援

就労障がい 者の アフ
ターケアの充実



確実な治療の継続 ・保健・医療サービス等に関する適切な情報提供に努
め､専門機関に相談したり､治療を受けやすくする環境
づくりに取り組みます。

自立支援協議会相談支援部会の中で、ケースについて情
報交換を行い、連携した支援が行える体制が強化され
た。

②障がいに対する適切な保健・医療サービスの充実
・専門の医療機関が遠方のため、県央保健所で実施し
ている難病相談や心の健康相談など専門相談を活用
し、充実していきます。

・カウンセリング相談を年３回実施する他、保健所が主
催する難病相談年１回、心の健康相談年７回を連携して
実施し、必要に応じて専門機関などへつないでいる。

・患者会や家族会などの支援を行い､住みやすい地域
になるよう環境づくりに取り組みます。具体的には施
設と連携して相談日を増やすなど相談体制の整備を図
ります。

・県央保健所と連携して、難病友の会など当事者会をＰ
Ｒし参加を呼びかけている。
・がんサロンは年１２回開催している。
・精神障害者家族会はハートフルみずほが事務局となっ
て、定期的に研修会、親睦会等を行っている。

リハビリテーション・
療育体制の推進

・障がいの悪化防止や再発防止のため医療機関や関係
機関と連携し、継続してリハビリや療育が受けられる
よう支援します。

・リハビリの継続など医療機関の地域連携室などと連携
を図っている。

③精神保健・医療施策の推進
・保健活動を通じてニーズ把握を行い､組織活動を推
進するとともに、タイムリーな個別支援を実施しま
す。

・日常業務の中でタイムリーな訪問を実施するのが、難
しい状況がある中で、関係機関と連携して支援を行って
いる。ケースの掘り起こしも引き続き取り組んでいく必
要がある。

・新たな課題や体制の推進について検討する場を設け
ます。

・県央保健所での検討会、研修への参加したり、町での
毎年の保健事業計画、実績書を作成し評価検討を行って
いる。相談支援部会の中でも課題を出し検討をしてい
る。

退院促進に 関わ る医
療・保健・福祉の体制
整備

・医療機関や福祉との連携をより強化し、地域の受け
皿づくりを図ります。

・精神障害者退院支援事業を活用し、長期入院者の退院
につながったケースが増えてきた。関係機関との連携な
ど退院後の生活支援を強化する必要がある。

④専門職種の養成・確保
専門職員の資質の向上 ・高次脳機能障害、社会的ひきこもりなど、新たな課

題について現状を把握し、スタッフ向け研修会を実施
するなど、専門職員の資質の向上を図ります。

・今後も県央保健所や発達障害者支援センター等の研修
に参加し、資質の向上に努めていく必要がある。

（７）情報・コミュニケーション
①情報バリアフリー化の促進

項目 内容 Ｈ22　実施状況・評価
IT利用促進 ・画面音声化ソフト、大型キーボードなどのサポート

機器の購入の支援を推進します。
・要綱改正により、情報・通信支援用具が日常生活用具
給付事業対象品目となり、給付実績も上がっている。

活用しやすい環境づく
り

・パソコン教室の開催、聴視覚障害者センターが実施
している教室のPRや、ボランティアの活用を促進し
ます。また、情報機器の貸与・給付事業を推進しま

・地域生活支援事業により生活訓練としてパソコン教室
を開催した。(邑智福祉振興会へ委託)

②社会参加を支援する情報通信システムの普及
ＦＴＴＨ事業の検討 ・防災行政無線に加え、高速インターネット環境の構

築、データ放送、告知文字放送、デジタルＣＡＴＶな
どを行える新たな通信手段としてＦＴＴＨの整備を促
進します。

・FTTH整備事業は２２年度に完了し、高速インター
ネット、IP電話を始めデジタルテレビ放送を利用した
データ放送や行政文字放送等の通信・放送環境が整備さ
れた。
・本年度はインターネットを利用した「高齢者見守りテ
レビシステム」を構築、整備した。

③情報提供の充実
情報提供の充実 ・視覚障がい者へSPコード処理による音声での情報

提供を行ったり、聴覚障がい者へ防災無線の放送内容
を文書化して送るなど、わかりやすい情報提供の工夫
を図るとともに、高速インターネットなど多様な情報
メディアの活用を推進します。

・聴覚障がい者へ対し、お悔やみの放送をFAXで送って
いる。
・防災行政無線での放送内容は、ケーブルテレビの文字
放送で音声付で放送している。（お悔やみは音声なし）

④コミュニケーション支援体制の充実
コミュニケーションの
確保

・コミュニケーション支援を必要とする視聴覚がい者
に対する手話通訳者、要約筆記者及び点訳・朗読ボラ
ンティア等の養成確保を推進します。

・手話ボランティアや要約筆記のボランティア団体、朗
読ボランティア団体に活動費を助成し支援している。(社
協)
・ボランティアグループの活動調整・支援・情報提供
等々を通じて個別に対応している。(社協)
・聴覚障害者支援ボランティアグループ
　　　手話ボランティア、要約筆記ボランティア
・コミュニケーション支援事業　実績見込み　1件
（施設職員の資格取得目的の研修）

精神保健施策の推進

相談体制の充実



次世代育成支援行動計画の進捗状況・評価
担当課名 H22年度の進捗状況・評価 後期目標（Ｈ22～26年度）

男女共同参画に関する啓発 町 民 課
　ＰＴＡ役員への女性参加促進のため、毎年、邑南町ＰTＡ連合会に県ＰTＡ母親委員研修会へ参加するよう呼びか
けている。

　邑南町男女共同参画計画に基づいた施策内容については平成
23年度に見直し予定

子どもの権利に関する啓発 福 祉 課
　ポスター掲示等計画どおり実施した 　５月の児童福祉週間を利用し、町の広報誌等での啓発

子育てサポーターの養成 生涯学習課
　青少年育成邑南町民会議を基軸とし、各グループの実践をともに評価するとともに、今後のサポーター養成の広
がりにつなげていきたい。

　保健課が開催する子育て講座と連携し、サポーター養成につな
がる子育て講座（講演会）を各公民館１回以上開催する。

「子ども110番の家」等緊急避難場所の設置 学校教育課
　各小学校において、毎年度通学路を点検し、適正な子ども１１０番の家を設置している。 　各学校毎に子ども１１０番の家の設置

防犯教室、交通安全教室の開催 学校教育課
　各校において防犯教室、通学路の点検、交通安全教室、薬物乱用教室、インターネット、携帯電話等研修などを
実施している。

　リーダー研修などの機会を利用し、社会福祉協議会と連携して開
催する。　山賊キャンプ年1回（公連協主催）

子どもの安全対策活動の開催 学校教育課

　青色防犯パトロールは、すべての小学校区で実施している。
　登録車両　８２台
　平成２２年度は、現時点で２回の講習会を実施。　１６台増

　青色防犯パトロール　邑南町子ども安全センター１２支部で実施。
登録車両　１００台

コーディネート機能の整備
保 健 課 →
生涯学習課

　青少年育成邑南町民会議を、青少年の健全育成に関して共通認識を図る意味で11/6（土）開催した。各種団体の
活動状況を含めた事例発表を実施し、今後の方向性を確認した。
　また、子育てに関する関係機関との作業部会を定期的（１回程度／月）に開催し、情報の共有に努め、有機的な連
携を念頭に置いた「子育てフェスタ」を3/12（土）開催予定としている。本イベントは行政のみならず、町内各企業体と
の連携を図ることにより、子育てに関する町民運動の強化につながることを期待するものである。

　育成会議の実務者会議の開催

子育てマップ・ガイドブックの作成 保 健 課
　妊娠・出産・育児のガイドブックを妊娠届出時に配布。
今後、各部署の情報を一本化し、タイムリーな子育の情報提供を行っていく。

　各部署で作成したものを一本化する。

近くで安心して出産できる医療体制の整
備

保 健 課

　町内で出産ができる公立邑智病院との連絡会を昨年度から開催している。そこで各機関の周産期に関する課題
や役割の確認を行い、日常的な連絡や連携につながっている。
　県外の産科医療機関との連絡体制についての協議の場は、県央保健所が現在調整中。

　医療と地域の保健事業の連携体制づくり
　母子管理システムの検討

乳幼児健康診査精密検査受診率 保 健 課
　平成21年度実績で受診率１００％。目標達成している。 　100%を目標

フッ素洗口の実施 保 健 課
　保育所、小・中学校で実施。全体で９９．４％の実施率。継続実施することで効果が出ている。 　小・中学校で実施

３歳児検診一人平均むし歯数 保 健 課
　平成21年度実績は0．33本。平成20年度は0．38本で年次的に減少している。 　１本以下

１２歳児の一人平均むし歯数 保 健 課
　平成21年度実績は0．44本。平成17年度は0.98本で年次的に減少している。
県や大田圏域よりも低い。

　２本以下

地域子育て支援センター事業 福 祉 課

　昨年度、石見子育て支援センター（石見管内）はセンター型に移行した。瑞穂子育て支援センター（瑞穂・羽須美
地域）と共に、事業を実施している。

　石見子育て支援ｾﾝﾀｰをセンター型に拡充

子育て講座の開催 福 祉 課
　瑞穂、石見の子育て支援センターを中心に、定期的な子育てサロンを開催している。また、社会福祉協議会も独
自に子育てサロンを開催して、支援センターのフォローをしている。

　子育て支援ｾﾝﾀｰ・保育施設が実施している子育て講座を継続

家庭教育に関する学習機会の充実 生涯学習課

　11月29日（月）田所公民館において、茨城大学准教授長谷川幸介先生を講師に「子どもの発達と地域の教育力」
と題して家庭教育講演会を実施した。
　特に、島根県が進める「ふるまい向上」に共通する江戸しぐさの慣習を通して、人間の本質的な行動についての研
修会であった。また、託児室も設け参加しやすい環境を整えた。

　町民大学の１講を子育てをテーマに開催する。また、ＰＴＡや保護
者会等の研修会と連携し一人でも多くの参加者が来やすいように
託児室を設けて開催する。

ブックスタート事業 生涯学習課

　乳幼児期からの読み語りは、親子のコミュニケーションを豊かにし、子どもが愛されれていることを感じ、健全な成長
を促すこととなる。合わせて、図書館利用促進に結びつける。実績は次のとおり。
　　　　　　　　　　　　　　単価　　　H20　　H21　　H22（現時点）
　　４ヶ月（誕生祝い）　2000　　　85　　　68　　　62
　　１歳６ヶ月　　　 　　 1000　　　65　　　69　　　68
　　３歳　　　　　　　     1000　　　75　　　74　　　48
　一人ひとりに絵本を手渡しながら、言葉の大切さ等について伝えている。平成２１・２２年度幼児・児童読書児童普
及事業を受け町内保育所で親子読書講演会を実施した。地域ぐるみの子ども読書活動推進事業でも、「わらべう
た」を取入れ親子のコミュニケーションの大切さについて学んだ。フォローアップとして、読書ボランティアの協力を得
て、保育所、小学校、中学校と継続的な読書啓発に繋がっている。

　生涯を通じた読書習慣を身につけるための第１歩として、本事業
を実施する。読書を通して親子のコミュニケーションを図る等、本を
媒体とした子育て教育の支援とする。また、アンケート調査を２５年
に実施し、事業の把握に努める。幼児期の読み語りだけにとどまら
ず、継続した親子読書へ繋がるよう働きかける。ボランティア、学校
司書と連携をとり、リスト作成、講演会を進めていく。

乳児家庭全戸訪問 保 健 課

　保健師が新生児訪問と併せて出産・退院後、できるだけ早い時期に訪問している。
今年度から町外に里帰り出産等をされる場合は、積極的に他市町へ訪問依頼を行い、事業の徹底を図った。

　生後4ヶ月以内の乳児がいる家庭の全戸訪問

通常保育　０～２歳児保育 福 祉 課
　平成２２年１０月１日現在の入所児童数は、
　０～２歳児：１５１人

　１５０人

　　　　　　　３～５歳児保育 福 祉 課
　３～５歳児：２４１人、
待機児童は０で、保育所の入所希望に対しては対応できている。

　２４５人

延長保育定員 福 祉 課
　延長保育は、町内全保育所で受け入れ可能な体制を整備している。 　１００人（町内全保育施設）

休日保育定員 福 祉 課
　町内では未実施であるが、土曜日の全日保育について、希望者の受入を実施している。 　ニーズを把握する必要があり今後検討を要する。

一時保育定員 福 祉 課
　一時預かり保育は、いわみ西、東光で受入をしているが、羽須美管内では未実施である。 　１５人（３か所・旧町村ごとに１か所）

病後児保育定員 福 祉 課
　公立邑智病院にて病児保育事業を実施し、全町および、町外からの受入も行っている。さらに、いわみ西保育所
では、自園の子どもを対象とした体調不良児型を実施している。

　４人（２か所・１か所現いわみ西保育所）

放課後児童クラブ 福 祉 課

　町内に8ヶ所設置し、平成23年1月現在の年間登録児童数は133名。
長期、臨時利用のみの登録が20名程度。利用希望児童に対しては対応できている。
町内の９つの小学校に児童クラブを設置することが目標であったが、平成23年度から８つの小学校になることから、
設置数は達成したこととなる。

　町内9カ所　１８０人

「働き方の見直し」セミナー等の開催 福 祉 課 　年３回（旧町村毎に１回）

就職相談会の実施 福 祉 課 　就職相談員との連携を保ち、情報収集に努める。

男女別育児休暇取得率 福 祉 課
　邑南町役場：男性０％、女性１００％　Ｈ２１年度
　　　　　　　　　　男性０％、女性０％　　Ｈ２２年度

　男性１０％　　女性８０％

事業主行動計画策定の呼びかけ 福 祉 課
　町の後期行動計画の中で呼びかけることに留まっている。 　従業員100人以下の一般事業主へ計画策定を呼びかける。

地域子ども教室の推進 生涯学習課

　放課後及び休日等、子どもたちの安心安全な居場所の設置に努めた。特に、地域の方々に各事業に参画してい
ただいたことにより、子どもたちが多様な価値観に触れることができ、また、交流の場としても機能した。

　Ｈ２２年度より実施予定　１回／月公民館と連携し、子どもの居場
所に努める。

ふるさと学習の推進 生涯学習課

　 学校支援地域本部事業及びふるさと教育推進事業の実践により、独自の学社担当者による意見交換の基、町内
すべての小中学校でふるさとを題材とした学習活動に取り組んだ。地域コーディネータ及び公民館は直接的な連携
（学校の授業と公民館の事業が融合した取り組み）や間接的な支援（講師紹介、情報や資料の提供等）を行った。
　また、公民館では、公連協の主催で「山賊キャンプ」を開催、学校と公民館が連携して行う「ふるさと学び会い講
座」など大人も子どもも共に学び合うふるさと学習を推進して行く。

　各公民館及び小中学校が連携した総合学習の取り組みを小中学
校１２校で実施するとともに、ふるさと探検隊、山賊キャンプなどの
学習機会を通して大人と子どもが学び合うふるさと学習を展開す
る。

学校カウンセラーの配置 学校教育課

　瑞穂中１４０H、石見中１４０H、羽須美中７０Hの訪問相談（県補助）を実施している。このうち、それぞれ中学校区
内の全小学校への訪問を配分している。中学校を中心に小、中、適応指導教室（町直）連携のもと相談活動、不登
校予防に努めている。

　全小中学校に訪問時間を配分し実施する計画。

児童虐待防止ネットワークの活動強化 福 祉 課
　心理判定員の設置は無いが、福祉課、保健課、児童相談所との協力体制により早期対応の実施ができている。担
当職員が研修を受講し、児童福祉司任用資格を取得した（合計４名）

　担当職員が研修を受講し、児童福祉司任用資格を取得する。

食育プランの推進 生涯学習課

　５／２９（土）島根県立大学教授名和田清子先生を講師に「生きる力は食卓から」と題しての講演会を実施した。ま
た、各部会での活動について実践発表及び給食人気メニュー、地域伝統料理、特産品の試食会を実施し、５感で
食育についての「気づき」の研修を行った。

　年１回以上の研修会を開催する。
　食育関連のの情報の共有や事業の関連を図ると共に、各分野で
の取り組みを一体化させる。

人権同和教育学習会の開催 生涯学習課

　邑南町人権同和教育推進協議会に、町内１２校の校長及びPTA会長も会員として、年２～３回行う研修会への参
加を呼びかけ、併せてPTA研修会の実施、職員研修会の実施の働きかけを行っている。
　２１年度においては、PTA研修会１４回、学校教職員研修会は各学校単位で複数回、その他町教育研究会の研修
が開催され、平成２２年度においても、同数程度の研修会が開催される予定であり、開催状況は年々増加傾向にあ
り、教職員の研修受講機会は充実している。今後も引き続き人権同和教育の取り組みについて、積極的な取り組み
を働きかけて行きたい。

　人権同和教育推進協議会と各学校ＰＴＡ等との連携により小中学
校１２校で実施

小・中学生および高校生と乳幼児の交流活
動

学校教育課
　交流活動全小中学校で実施されている。 　小学校７回程度、中学校３回程度。

邑南町性教育カリキュラムの作成 学校教育課

　全学校、養護教諭中心に年間計画を作成し、これに沿って学年に応じた指導を行っている。また、中学生を対象
には「性・命・人権」の講演会を実施した。

　年に１回の全体講演会を必須実施。

計画の項目

第４章　施策の展開

（４）次代を担う子どもの育成

（３）安全・安心のまちづくり

２　いきいき子育てできるまちづくり
（１）妊娠期からの支援体制の整備

（２）子どもの健康の維持

（３）家庭における子育ての支援

（４）仕事と子育ての両立支援の充実

（５）経済的支援の充実

（３）食育活動の展開

１　子どもと子育てを支える地域づくり
（１）子育てに向けた地域の意識づくり

（２）子育て支援の地域づくり

３　子どもがすくすく育つまちづくり

　邑南町無料職業紹介所の出張相談が実施されている。
また、母子家庭等就業相談で県母子会の就業相談員と共に対応している。

（１）生きる力と育む環境づくり

（２）すべての子どもが健やかに育つ環境づくり

資料Ａ－４



健康増進計画に係る評価報告書

（１）バランスの取れた食事と楽しい食生活の推進

①家庭における正しい食習慣の推進 2011年2月

項目 内容 H２２年度の実施状況・評価
・食に関する意識啓発をし、関心や理解を深め
ていきます。

・正しい知識の普及のため、食に関する学習の
機会を増やし食の健康づくりを進めます。

家庭の食を営む力を育
てる

・家庭の食が心身の健康の基本となるため、
様々な学習の場を通して家庭の役割を自覚し、
子どもの頃から望ましい食習慣が身に付くよう
働きかけます。

家族そろった食卓の推
進

・家族で囲む食卓を通して家族のつながりも強
まり、人への思いやりや食に対する感謝の心も
生まれてきます。人の心を育て心癒す場として
大切である家族そろった楽しい食卓を推進して
いきます。

②生活習慣病予防の食生活の推進
・バランスのよい食事や自分の適量などといっ
た生活習慣病予防食の知識を持ち、正しい食習
慣が実践できるよう生活習慣病予防教室などの
取り組みを充実します。

・生活習慣病のリスクが高い人に保健師・栄養士が講座や個別指導で知
識の普及に努めた。特定保健指導、メタボ予防教室等。

・正しい食習慣が継続されるよう働きかけま
す。 ・各種教室や相談の場において意識啓発に努めている。今年度は食事の

バランスとあわせて間食についても啓発した。今後も継続して自治会や
食の推進員等関係機関と連携をとり、地域の健康教室や出前講座等で働
きかける。

・離乳食・生活習慣病予防食・病態別食・介護
食など食に関する様々な相談に応じます。

・一人ひとりの健康状態や食習慣を踏まえなが
ら望ましい食生活が送れるよう個別支援を行い
ます。

食に関する意識啓発と
知識の普及

生活習慣病予防のため
の正しい食習慣の推進

食生活相談の推進

・公民館や保育所等関係機関と連携しながら、保育所教室、地域運動教
室、はつらつ教室、出前講座等各教室を実施し、食に関する意識啓発と
知識の普及に積極的に取り組んでいる。今年度は企業等職場での出前講
座も実施した。

・保育所と連携し、保護者参加の教室において実習や講話を実施した。
朝食や間食などをテーマに取り組んだ。家族の食習慣を学ぶ場として、
今後も関係機関と連携をとりながら取り組んでいく。

・離乳食教室やメタボ予防教室、特定保健指導など各種教室に合わせて
個別相談に応じている。また、医療機関からの紹介や要望に応じ、随時
個別相談を実施している。
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③地域一体となった食育の推進
・邑南町食育推進計画を策定し、町をあげて積
極的に食育活動を展開します。

・乳幼児から高齢者まで一貫した食育となるよ
う、家庭・保育所（園）・学校・地域・行政な
ど関係機関と連携を取りながら推進します。

食文化の伝承 ・昔から伝えられてきた食文化には、郷土料理
や行事食とともに基本的な食習慣やマナー、食
を大切にする心があります。邑南町の食文化を
見つめ直すとともに、地元の食文化を体験でき
る取り組みを進め、次世代へと伝えていきま
す。

・食の推進員協議会員で構成する食文化サークルを開催し、郷土料理、
行事食等をまとめている。今後はこれを活用しながら地域での食文化の
体験や伝承活動に取り組んでいく。

地産地消の推進 ・地産地消によって、新鮮なものが味わえ、食
べ物の旬を知り、食や農業への関心も深まりま
す。生産者と消費者の安全安心志向を高めなが
ら地産地消を推進し、安全安心の食育を進めま
す。

・教室における調理実習では、旬の野菜を使い、できるだけ地元のもの
使った献立を用いて学習をすすめている。

④食環境づくり
・食の健康のためには各家庭での取り組みだけ
でなく、外食や買い物も含めた食環境整備も必
要です。食環境整備を図るとともに食の健康づ
くりの気運を高めていきます。

・健康長寿おおなん推進会議等で、関係機関と検討していく必要があ
る。

・健康メニューや情報提供のある「健康づくり
応援店」の認証を受けるよう、県とともに飲食
店へ働きかけます。

・健康づくり応援店が増えるよう、県と栄養士が連携して働きかけてい
る。

・商工会や商店等に対して、安全安心に配慮し
た取り組みや高齢者への宅配サービスなど地域
のニーズに応じた取り組みを充実するよう働き
かけます。

・健康長寿おおなん推進会議等、関係機関と検討していく必要がある。

・町民が食品の安全性など食に関する知識と理
解を持って正しい選択ができるよう意識啓発を
図ります。

・各教室や相談、学習の場において、正しい食情報を提供している。今
後も継続していく。

邑南町食育推進計画の
策定と食育の推進

健康的な食生活を育む
食環境づくり

・邑南町食育推進協議会を母体として部会（保育所・学校・給食部会、
家庭部会、地域部会）を中心に活動している。5月の総会では、関係機関
が取り組み紹介や情報交換を行ったが、より連携した取り組みとなるよ
う努めていく。
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（２）運動による健康づくりの推進
①運動についての正しい知識の普及

項目 内容 H22 実施状況・評価
・健康講演会・健康づくり大会・各種健康教室
等の場を利用して、運動の必要性・大切さを啓
発し、運動をしてみようという気運づくりに努
めます。

・出前講座、地域運動教室、ささえあいミニデイ、元気館交流会等、い
ろいろな場を利用して、運動の必要性・効果についての意識啓発を実施
している。
・今年度からケーブルテレビがスタートしたので、毎月違う体操を放映
することで、いろいろな運動を知ってもらい、自分にあった運動を始め
るきっかけづくりをしている。
・昨年度実施した健康づくり意識調査の結果、若い年代の方から、運動
の情報提供をしてほしいとの声が多かったので、今年度は健康長寿おお
なん推進会議の中で、商工会の協力を得て、各事業所に運動に関するチ
ラシを配布した。

・実技指導を行い正しい運動が実践できるよう
支援します。 ・上記意識啓発に合わせて実技指導を行い、正しく効果的な運動が実施

できるよう指導を行っている。

・運動が習慣化した人に対しては、運動を継続
する意識を保つための支援を行います。

・地域運動教室については、３か月の育成終了後も月１回の割合で町運
動指導士が関わり、運動を継続するための意識啓発や正しい運動の実技
指導を行い、皆さんが協力して運動が継続できるような支援を行ってい
る。
・元気館利用者についても、目的意識を持って運動ができるよう、個別
目標の設定をし、定期的に評価を行うことで意識を保ち続ける工夫をし
ている。

②運動が実践しやすい環境づくり
多様な運動の場づくり ・各自の目的・身体の状況・置かれている環境

に応じて、個々の要望に合った運動が選択でき
るように、多様な運動の場を提供していきま
す。

・元気館施設を利用した運動はもとより、地域においては、特に器具を
利用しなくてもできるような運動を紹介している。また、それぞれの状
況に応じ、生活習慣病予防・健康づくり・介護予防等の目的別の運動を
紹介している。
・事業所に勤める若い方については、忙しい・時間がなくて運動ができ
ない・運動の必要性をあまり感じていない方が多い等の課題があったの
で、今年度モデル事業所を2カ所選定し、それぞれの職場の実態に合った
運動を紹介し、各職場で実践中である。
・今年度からケーブルテレビを活用した、運動の普及にも努めている。

・高齢者は遠方には出かけにくい人が多いた
め、集落・自治会単位など身近なところで、手
軽に運動ができる場を設けます。

・地域包括支援センターと連携をとり、出かけやすい身近な場で実施さ
れるささえあいミニデイの場での運動指導を実施。（現在、35団体活動
中）
・また、身近な公民館や自治会単位での地域運動教室を計画的に立ち上
げ、６年間で目標の２２教室の立ち上げが終了した。

・介護予防、生活習慣病予防のために運動の必
要な人がきちんと教室に参加していけるよう、
対象者の把握・参加の勧奨を行います。

・介護予防については地域包括支援センターや各支所福祉係と連携をと
り、特定高齢者等が介護予防事業に結びつくような働きかけを行ってい
る。
・生活習慣病予防については保健課内で連携をとり、高危険群の方が教
室に参加できるような働きかけを実施している。

地域における環境づく
り

正しい知識の普及と意
識啓発
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・一番手軽にできるウォーキングを普及するた
め、ウォーキングしやすい環境整備を行いま
す。

・第４土曜日をウォーキングの日とし、各地区公民館と連携して、地域
巡回でウォーキング大会を実施。ウォーキングの日も定着しており、参
加者が増加し多いときには１００名を超える参加があった。
・老人会や各種団体の要請に応じて、ウォーキング指導を実施した。
・また、ウォーキングを継続するために、万歩計・ウォーキングマップ
等の活用についても紹介し、楽しみながら継続できるよう支援してい
る。

・どの地域の人も元気館に通いやすくするた
め、交通アクセスの改善に向けた検討、必要に
よっては送迎の検討をします。

・バスの接続の悪い石見地域については、毎週火曜日の午後、元気館送
迎便を作り、通いやすい体制づくりを行っており、２３年１月末現在
で、３３１人（１回当たり8.1人）の利用があった。（羽須美地域の方に
ついてはバスを利用して元気館に通うことが可能なので送迎は行ってい
ない）

・元気館で実施している教室の種類や内容を充
実・検討し、魅力ある教室運営・施設づくりに
努めます。

・1月に元気館・地域運動教室参加者に対してアンケート調査を行い、教
室や指導内容の要望等を把握し、来年度、参加者の要望に即した教室運
営・施設運営ができるよう努めている。

③運動習慣化への支援
生活改善への支援 ・生活習慣病は、運動だけでなく食事・生活・

環境等色々な面からの働きかけや正しい知識の
啓発が必要となるため、医師・保健師・栄養
士・健康運動指導士等の専門職が連携をとり、
生活改善への支援を行います。

・特定保健指導では各専門職と連携をとって教室を開催している。毎
回、手軽にできる体操を紹介し、日々の生活の中で実践してもらうよう
な声かけをしている。
・各地域毎月１回ずつ開催しているメタボ予防教室では、保健師・栄養
士・健康運動指導士が連携をとり、ミニ健康教育・運動実技指導・個別
相談を行い、年間を通じて参加することで健康意識を向上する取り組み
を行っている。

効果的な運動指導の実
施

・定期的に体力や筋力・生活状況などの評価を
行い、それに基づいて運動内容を再検討し、よ
り効果的な運動指導を行います。

・年１回、元気館・地域運動教室・出張元気館等の場で体力測定会を実
施し、各自の体力や筋力を客観的に評価し、それを個人に返すことによ
り、自分の状況把握や今後気をつけなくてはならないことが意識できる
ような働きかけを行っている。昨年度から生涯学習課や体育指導員と連
携して、地域の体力測定会を行っている。

・介護予防事業をより推進していくためにス
タッフの質の向上・地域リーダーの育成に努め
ます。

・毎週元気館スタッフ会を開催し、指導内容の充実を図るよう努めてい
る。また、定期的に地域包括支援センターと連絡会を開催し、より効果
的な事業が実施できるよう調整している。

・地域運動教室、ウォーキング等が町民により
自主的に行われるよう、サポートリーダーの育
成・活動支援を行います。

・今年度は各地位ごとに３回、健康サポートリーダー養成講座を開催し
た（2/10から第３回目の養成講座がスタートするため、養成者数は未確
定）。また、すでにリーダとなっている方に対しては、各地域において
３回の研修会を実施し、実際の現場で生かせる実技指導をしたほか、活
動をする上での悩みや問題点を把握したので、今後はより活動がしやす
いような支援を行っていきたい。

スタッフの質の向上・
地域リーダーの育成

元気館における環境づ
くり
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④運動の推進体制づくり
・より効果的に活動を展開するため、保育所
（園）・学校・教育委員会等と連携を取り、ラ
イフサイクルに応じた取り組みを進めます。

・保育所や小学校については、要望に応じて運動指導を行っているが、
単発の指導に終わっており、ライフサイクルに沿って、計画的な仕掛け
まではできていない。今後、課題を整理した上で、連携をとりながら取
り組みを進めていきたい。

・各自治会と連携し、健康づくり活動を組み入
れ、地域をあげて運動をする気運を高めます。 ・地域運動教室の立ち上げ時には自治会を巻き込んだ地域ぐるみの取り

組みとなるよう働きかけている。
・健康づくりアンケート調査の結果、地域での運動の場を増やして欲し
いという要望が多かったので、出前講座の場等を利用して、地域をあげ
て健康づくりに取り組む気運づくりを行っていきたい。

・現在提供しているサービスだけにとらわれ
ず、その時の状況に一番適したサービスを提供
できる体制をつくるため、保健・医療・福祉の
連携を強化していきます。

・必要な方に対して、より効果的なサービスが提供できるよう、各機関
と検討会を行い、連携を強化していきたい。

・効果的に事業を展開していくため、運動推進
計画（短期・中期・長期目標と推進体制の計画
づくり）を関係機関と連携を取りながら策定し
ます。

・今後、計画づくりを行っていきたい。

（３）心の健康づくりの推進
①心の健康づくりの推進

項目 内容 H２２年度の実施状況・評価
・自分自身の生活の中にストレス解消法を取り
入れるなど、心と体のバランスがうまくとれる
よう意識啓発・支援を行います。

・心の健康相談・カウンセリング相談を開催し、気軽に相談するようPR
している。また、「こころはお元気ですか。」というリーフレットを作
成し、各事業所や商店等働き盛りの人の目にも触れやすいところに置
き、気軽にストレスチェックをしてもらうよう啓発していく予定。

・関係機関と連携をとり健康増進・趣味活動・
公民館活動等、生きがい対策の場を増やし、参
加を呼びかけます。

・出かけること、人との交流を図ることの重要性を、認知症予防教室や
地域運動教室等、地域に出かけた折に、参加を呼びかけている。

・うつに対する正しい知識をもち、早期発見・
早期治療へつなげるよう相談窓口を明確にしま
す。

うつ予防講演会（各中央の公民館にて開催）の開催に合わせて、早期発
見・早期治療の必要性について啓発したり、相談窓口の周知を行った。

・専門家による心の相談・カウンセリング、訪
問を定期的に行います。個別支援を行い、重症
化を予防します。

・心の相談を各地域で年２回づつ、カウンセリング相談を年３回元気館
で開催し、必要に応じて関係機関を紹介するなど、早期対応・重症化予
防に努めている。

・個人や家族のなど周囲の理解を得るための支
援を行います。

・うつ対応フロー図を作成し、関係機関と連携を取りながら早期に個別
対応し、その後のフォローも役割分担して支援していくよう努めてい
る。

心の健康づくりの意識
啓発

うつ予防・自殺予防対
策の推進

関係機関との連携
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②地域における支援体制の推進
心の健康に関しての啓
発

・一般的な知識の普及のため、講演会や町広報
紙による啓発を行います。 うつ予防講演会（各中央の公民館にて）と、自殺のない地域づくりを目

的とした自殺予防講演会を各公民館で開催した。

地域で情報把握ができ
る体制の整備

・民生委員等との連携を図り、早い段階での情
報把握と対策を進めるため、体制整備を検討し
ます。

・65才以上の方に実施している基本チェックリストや、地域の関係機関
（医療機関・民生委員等）から気になる人を早期に把握し、早期対応が
できるようにとフロー図を作成し、関係者に説明・協力依頼を行った。

当事者会や家族会等の
仲間づくりの推進

・相談支援事業や地域活動センターの充実と利
用の促進を図ります。 ・関係機関と連携を取りながら個別対応に力を入れている。

③職場における環境整備
職場における啓発活動 ・事業主や従業員への一般的な知識の普及のた

め、産業保健と連携を取りながら講演会などを
実施します。

・壮年期を対象としたうつ予防のための紙芝居「眠れていますか、お父
さん」を作成中（2月末完成予定）。３月から事業所への出前講座として
出かけていき、睡眠を通じてうつ病の早期発見・早期対応の必要性につ
いて啓発していく予定。

相談体制の整備 ・職場の相談窓口を明確にするよう働きかけま
す。

・健康長寿おおなん推進協議会の取り組みのひとつとして、職場の相談
窓口の周知について商工会と協議を進めている。

職場環境の整備 ・相談や治療が必要な場合は、その確保ができ
るように職場環境を整備するよう働きかけま
す。

・健康長寿おおなん推進会議の取り組みの一つとして、商工会と連携
し、今後、相談や治療が必要な場合その確保ができるよう、職場環境の
整備について検討する。

④専門的相談窓口の明確化
専門相談の開催 ・精神科医や臨床心理士による相談の開催と充

実を図るとともに、周知を行います。 ・心の相談やカウンセリング相談について、広報・無線を通じてPRに努
めている。

・担当課を明確にし、担当職員の配置と研修を
行います。

・自殺対策関係部局連絡会のメンバー（庁舎内の関係課の補佐で構成）
を対象に、ゲートキーパー的役割の重要性についての研修会を開催し、
行政職員として気になる人を見逃さないという意識づけを行った。

・相談支援事業者や地域活動センターの役割の
明確化と内容の周知を行います。 ・「こころはお元気ですか。」というリーフレットの中の「相談窓口一

覧」に、相談支援事業者や地域活動センターを掲載し、気軽に利用して
もらえるよう周知を図った。

行政の窓口の明確化
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（４）たばこ・アルコールに関する意識啓発の推進
①地域・学校・職場等における意識啓発と環境整備

項目 内容 H２２年度の実施状況・評価
正しい知識の普及・啓
発

・たばこ・アルコールと健康について正しい知
識を普及するため、講演会、広報活動、情報発
信を行います。

・島根がん対策キャンペーンを開催し、たばこについて啓発を行った。
・禁煙週間にあわせケーブルテレビなどで啓発を行った。

学校教育との連携 ・未成年者の喫煙、飲酒を予防するために、学
校教育と連携して、早期に正しい知識を教育す
る取り組みを進めます。

・健康長寿おおなん推進会議の活動として、石見中学校でキャンペー
ン、矢上高校はばたき講座においてたばこ、アルコールなどについて啓
発を行った。

職場での環境整備の推
進

・壮年期の喫煙予防対策として職場との連携を
深め、推進体制として産業保健連絡会を行いま
す。

・商工会、進出企業会と連携。職場の実態把握、出前講座による啓発を
行った。

・公共施設、集会施設、商業施設における禁
煙、分煙を地域ぐるみで進めます。

・健康長寿おおなん推進会議の中で検討。自治会館の禁煙・分煙状況に
ついて調査。

・受動喫煙から非喫煙者を保護する環境づくり
を家庭・地域で進めます。

・健康長寿おおなん推進会議の取り組みとして、町内の統一標示を作
成。公共施設へ配布し、掲示を依頼した。自治会長へ掲示の協力依頼。
（自治会２１０枚配布）

②禁煙・適正飲酒への支援
禁煙サポート事業の推
進

・禁煙したい人への健康相談・健康教育等、個
別禁煙サポート支援事業を行います。 ・今後町内の相談窓口等について検討する。

禁煙相談窓口の設置 ・禁煙外来医療機関の紹介や情報提供を行うと
ともに、禁煙したい人の個別の相談に対応する
窓口を設置し、各種の相談に応じます。

・島根がん対策キャンペーン、肺がん健診にあわせ禁煙外来医療機関の
紹介、情報提供を行った。

酒害相談窓口の設置 ・アルコール依存症で悩んでいる人や家族など
を対象とした酒害相談の窓口を設置し、早期に
相談に応じます。

・断酒会の会長と必要に応じて連絡を取り合い、個別支援の必要な人の
訪問をしたり、断酒会の紹介を行っている。

断酒会等の自主グルー
プへの支援

・断酒を継続するため、断酒会活動の紹介と支
援を行います。 ・断酒会の会長と必要に応じて連絡を取り合い、個別支援の必要な人の

訪問をしたり、断酒会の紹介を行っている。

地域あげての禁煙対策
の推進
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（５）歯の健康づくりの推進
①8020運動の推進

項目 内容 H２２年度の実施状況・評価
正しい知識と意識啓発 ・歯は痛くならないとなかなか治療に結びつか

ず、早期の治療が残存歯本数に大きく関係する
ことから、ライフサイクルに沿った歯科保健に
対する意識啓発を行い、80歳で20本の自分の
歯で噛めるよう意識を高めます。

・妊婦期から高齢者に対し事業展開を行った。今年度は、課題であった
壮年期の取組みとして、特定健診での歯科相談、パンフレットを制作し
職場健診での配布（環境保健公社へ依頼）、職場への出前講座を行っ
た。今後もライフステージごとの取り組みをすすめていきたい。

・小中学校のフッ素洗口事業を通して、保護者
や地域に対して歯科保健に対する意識を高めま
す。

・保育所の歯科教室、小学校での授業参観・保護者対象の教室を行い、
地域・保護者へ情報提供を行った。今後も継続して地域・保護者へ働き
かけていきたい。

・フッ化物の効果に関する知識と利用を普及し
ます。

・健診時・保育所歯科教室、小中学校教室にて、フッ化物の効果を入れ
た内容で歯科指導を行った。

・歯科保健対策検討会で関係機関と連携を図
り、歯科保健の調整・検討をします。 ・年１回検討会を開催。町の課題を検討している。

・邑南町の歯を守る運動として、関係機関と連
携を図り歯科予防推進計画を立案し展開しま
す。

・今後検討予定。

②歯周疾患対策の推進
・壮年期から歯周疾患に罹患する人が急増しま
す。この時期の人の口腔衛生に対する意識を高
めるため、働き盛りの人たちのいる職場との連
携を深め、啓発を推進します。

・事業所健診に歯科検診をセットしていくよう
産業保健分野に働きかけます。

・早期発見、早期治療のため、壮年期からの定
期検診を受ける習慣をつけるよう正しい知識を
普及します。

・早期の取り組みである妊婦歯科検診の受診率向上の為、母子手帳発行
時の勧奨、両親学級の歯科保健の学習や、公立邑智病院と連携し、助産
師が妊婦健診時に歯科検診の必要性について指導するなど、歯科検診の
受診勧奨を行った。

③高齢者歯科保健の推進
・高齢になっても残存歯及び義歯の正しいケア
ができるよう指導します。

・噛むことの大切さと食べることの必要性につ
いて啓発します。

正しい口腔ケアの普及

・壮年期への新しい取り組みとして、特定健診に合わせ歯科相談、職場
健診での歯科パンフレット配布、職場への出前講座を実施した。
・歯科相談を受けた方は、132名であり、「今まで歯科指導を受けたこ
とがなかったが相談して良かった」「もっと早く聞きたかった」等の声
を頂いた。

・特定高齢者通所型（交流型、運動型）、はつらつ体操教室への集団指
導、出前講座、ささえあいミニデイで教室を行った。
・高齢者の健康と生きがいづくり事業として、昨年行った歯科実態調査
の結果をふまえながら、保健師・管理栄養士、歯科衛生士による教室
を、希望する町内公民館にて実施した。
・お口の健康調査表を作成した。今後、福祉関係者、本人、家族が口腔
機能向上に意識を持つきっかけづくりとなるよう活用していく。そのた
めに、歯科研修会を開催し、お口の健康調査表の説明、歯科衛生士によ
る口腔ケア実技指導を行った。

乳幼児・学校・地域一
体となった活動の推進

成人歯科対策の推進
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（６）生活習慣病予防の推進
①自主的な健康増進と疾病予防の推進

項目 内容 H22 実施状況・評価
・喫煙・食生活・運動その他の生活習慣及び生
活環境が健康に及ぼす影響（がん・メタボリッ
クシンドローム等）に関する啓発・知識の普及
を図り、予防の重要性に対する理解を深めま
す。

・メタボ予防教室を各地域で毎月1回定例実施。一般的な健康教育や特定
保健指導対象外で特に高血糖検査値異常者のフォロー場として取り組
み、ミニ健康講座の回数を増やし継続した働きかけができた。チラシ配
布や広報、個別通知等で昨年より各地域とも１回あたり平均１～2人増の
９人～14人の出席状況である。

・町民の生活の質の向上を通して、将来の医療
費の伸びの抑制を図ります。

・生活習慣病予防に関する啓発・健康教育を実施
健康長寿おおなん推進会議等で、関係機関と検討し,学習の場を増やし、
関心が高まるように取り組んでいる。

・地域・職場・行政等が行う健康づくり活動へ
の参加を促します。

・自主的な健康づくりグループの活動を支援し
ます。

②保健事業の推進
早期発見、早期治療の
体制整備
・健康診査
・人間ドック

・※「高齢者の医療の確保に関する法律」施行
に伴い、他の保険者と連携を図りながら「特定
健康診査等実施計画」を策定し、効果的・効率
的な各種健診となるよう内容の見直しと場の確
保、ハイリスク者の早期把握と支援体制を整備
します。

・特定健診8日間と人間ドックで1,174人（23年1月26日現在）　特定
保健指導該当者は動機付け支援が89人、積極的支援が38人。初回面接
は9割を目標に取り組んでいる。また、報告会約3カ月後から精密検査受
診勧奨を行っており、平成21年度精密検査受診率は74.7％である。

特定健康診査・事後指
導サービス体制づくり

・健診の結果、高血圧・高血糖・肥満・高コレ
ステロールなど、メタボリックシンドロームの
要因を複数有している人を対象に、生活習慣改
善に必要な知識・技術を身につけ健康的な生活
習慣を獲得できるよう支援体制を充実します。

・健診報告会の実施9日、11会場で629人に実施（出席率70.9％）、
欠席者には郵送で通知、必要時訪問の実施。

健康相談・健康教室・
訪問の充実

・町民が個人・家族・地域ぐるみで健康づくり
に積極的に取り組めるような情報提供・相談窓
口・訪問活動を充実します。

・出前講座を中心に集落・組織等からの要請により実施。健康教室を実
施し意識啓発をしている。また、訪問や個別相談にも随時行い、健康づ
くりに積極的に取り組めるよう支援している。

継続的した評価体制づ
くり

・効果的な事業が行われているか関係機関と連
携を取りながら、効果・継続性・波及効果・経
済性等一定の評価を行います。

・事業毎にPDCAサイクルのチェックをし、計画に基づく関係会議で評
価と計画の見直しを検討する。

正しい生活習慣の促進

・健康長寿おおなん推進会議等で、関係機関と検討していく必要があ
る。各地域で立ち上げている認知症予防教室や地域運動教室への支援を
定期的に行い、意欲的に教室運営が継続されるよう努めている。

自主的な健康づくり活
動の促進
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③がん対策の推進
がんの予防と早期発見
の推進

・がん予防に関する正しい知識の普及を行い、
がん死亡・罹患者数の減少、受診勧奨、受診率
の向上、要精密検査者受診率の向上を図りま
す。

・地域の集団検診では胃がん検診1，0５２人、大腸がん1，8９７人、
子宮がん５８７人、乳がん５００人、肺がんは２，９９９人の受診が
あった。事業所へのがん検診についての啓発、3年未受診者への受診勧
奨、女性特有のがん検診推進事業による無料クーポン券の配布など受診
者数増加に力をいれた。
・受診しやすい健診体制づくりとして、公立邑智病院で乳がん検診を開
始した。
・精密検査についても受診勧奨通知を行い、１００％受診を目指してい
る。

患者会の活動支援 ・疾病による身体的な苦痛や精神的社会的な不
安軽減のため、がん情報サロンの活動を関係機
関と連携しながら側面的に支援します。

・会員は約２０人、健康センター元気館を拠点にがん患者支援としてが
んサロンを月１回開催し、集いの場として開催している。
・サロンのメンバーが「がん検診啓発サポーター」として地域でがん検
診の必要性について啓発を行った。

④地域・団体・学校・企業が行う健康づくり活動の推進
健康づくりに関わる人
材・団体の育成

・町民が気軽に健康づくりができるよう保健・
医療、福祉分野をはじめ関係各課と連携を図
り、全町的な健康づくり活動・環境整備を行い
ます。

・今年度は３地域で健康サポートリーダー養成講座を5回コースで開催、
また再講習も各地域1回づつおこなった。（これから最後の養成講座を開
催するので人数については未確定）。現在、活動に結びついていない方
もあるので、今後は地域での運動教室や支え合いミニディサービス等の
活動に結びつくよう働きかけを行っていきたい。

・児童・生徒の発達段階に応じて心身の健康づ
くりに関する適切な実践や指導が行えるよう専
門家との連携を強化します。

・学校、保育所等関係機関と連携し、課題の共有や同じ目的意識をもっ
てそれぞれの立場で関わるよう連携をすすめている。

・町内事業所等との連携を図り、生活習慣病の
予防・早期発見・早期治療などに関する具体的
な取り組みを促します。

・商工会・進出企業会と連携し、職場における健康づくりの必要性につ
いて協議し、出前講座の企画をしてもらう等具体的取り組みについて協
力をお願いしている。

職域保健の推進（定期
的健康診断と適切事後
指導対策・健康教育・
健康相談）

・壮年期の健康指標（がん死亡者・糖尿病有病
者・脳卒中発症者等）を改善するため、産業保
健関係機関との関係を強化し、健康づくり活動
を推進します。

・定期健康診断に合わせ、がん検診を実施する事業所が増えるよう商工
会と連携して取り組みを検討した。また、10月にチラシを配布し、事業
所健診を受けている国保被保険者の健診結果を把握できるような体制づ
くりの協力をお願いしている。

家庭・地域・学校・事
業所等が連携した健康
づくり活動に関する意
識啓発、健康教育等の
推進
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⑤安心と信頼の医療体制の推進
国民健康保険財政、老
人医療費の適正化の総
合的な推進

・国民健康保険保健事業に積極的に取り組み、
総医療費が高額となっている疾病予防に努め、
医療費の伸び率を抑える取り組みを行います。

・集団健診及び人間ドックからの特定保健指導対象者は初回面接を行
い、６カ月間の教室参加を呼びかけている。参加者は生活改善に結びつ
き効果を上げているが、集団の健康教室に参加される人が少なく個別対
応が増えている。今年度から夕方から夜間のコースにも取り組み、若い
年齢層の参加の機会をつくる。個々の自主的な健康増進及び疾病予防を
図り、将来的な医療費の延びを抑制できるよう継続して取り組む。

・町内バス運行体制を見直し、安心して医療を
受けられる体制整備を進めます。

・町営バス、スクールバスの継続。
・石見交通の運行廃止を受け、関係機関・部署と協議の結果、現状の運
行を町営バスで　引き継ぐこととなった。今後は、現状を踏まえ、住民
のニーズや地域の実情に即した交通体系の見直しを行い、将来にわたっ
て維持存続が可能な生活交通の確立を目指す。

・緊急時に安心して受けられる医療体制と輸送
体制の整備を進めます。 ・邑智病院の救急告示病院の継続、防災ヘリコプターの活用を進める。

主治医との連絡体制の
強化

・健診結果について、主治医と連携を密にし、
個人の生活改善に結びつけられるよう支援して
いきます。

・生活習慣病等の情報提供システムについて、主治医と連携をとって生
活改善に結びつけられるよう支援している。少しづつ情報提供できてい
る。

各種医療費助成制度の
円滑な運用

・各種医療費助成制度の円滑な運用と住民サー
ビスに努めます。（詳細は障害福祉計画、次世
代育成支援行動計画に掲載）

・広報、チラシ、各種教室等で制度利用について情報提供し、円滑な運
用に努めている。
・就学前乳幼児医療費無料化継続実施。

（７）生涯現役の推進
①生きがいづくりの推進

項目 内容 H２２年度の実施状況・評価
・高齢期をいきいきと過ごし、生涯現役で過ご
していくためには、若い時期、特に壮年期の生
き方が重要となります。若い時から積極的に保
健事業、その他の生涯学習の場に参加し、高齢
期をどう迎えるのかを考える気運づくりを行い
ます。

・全町をあげて介護予防に取り組む気運づくりをすることを目的とした
介護予防計画を策定した。今後その計画に沿って地域での取り組みを進
めていきたい。

・関係機関と連携を取りながら、環境整備を進
めます。 ・介護予防計画の中には、具体的な取り組みだけでなく、それを推進す

るための関係機関の連携を深めながら取り組んでいきたい。

若い時からの生き方を
考える場づくり・地域
の中で生きがいの持て
る場づくりの推進

受診体制の充実
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②認知症に対する知識の普及
認知症予防講演会の開
催

・「認知症は防げる・治せる」をテーマに全町
を対象に講演会を開催し、早期発見・早期治療
の重要性を周知します。

・各地域で、「認知症予防講演会」を開催し、認知症にならないために
どうしたらいいか、また認知症を早期に発見し、回復させる方法等につ
いての知識の普及を行った。

集落健康教室・出前講
座等を通じた知識の普
及

・あらゆる場を通して「認知症は防げる・治せ
る」ことを広く町民に周知します。 ・認知症予防教室を中心に、「認知症は治せる・防げる」、認知症を防

ぐには日ごろの生き方・生活の仕方が大きく影響することを啓発した。

啓発パンフレットの作
成

・認知症啓発活動の一つとして、本町の現状な
どを掲載した啓発パンフレットを作成します。 ・今後、認知症予防に関する知識の普及・相談先・専門医などをわかり

やすく示したパンフレットを作成していく予定。

相談窓口の明確化 ・地域包括支援センターと連絡を取り、相談窓
口の明確化、専門医療機関の周知を行います。 ・必要に応じて、地域包括支援センターと連絡を取り合い、個別フォ

ローに力を入れている。また、個別の処遇を通じて専門医療機関を紹介
している。

認知症予防教室の育
成・支援

・認知症予防教室を開催し、自主グループの立
ち上げ・活動を支援し、育成します。 ・現在10教室立ち上がっており、来年度から全教室とも自主運営にな

る。今後は自主化になった教室への支援と、認知症予防としての効果的
な教室運営についてスタッフ間で協議し、教室だけの取り組みでなく、
地域へも予防活動が波及していくような事業展開を図っていきたい。

③認知症の早期発見と個別支援
・認知症予防教室や個別訪問等により、二段階
方式による脳機能判定スケールを実施し、改善
に向けた個別支援を行います。

・認知症予防教室で、集団かなひろいテストを年1回実施し、機能低下し
ている人にはより詳しく状況把握をし、必要に応じて医療機関受診を勧
めたり、生活改善に向けて指導を行っている。

・民生委員・社会福祉協議会等と連携を密に
し、気になる人の情報収集と早期対応に努めま
す。

・民生委員・社会福祉協議会等と連携を密にし、必要に応じてケース会
議を開催したりしながら、早期対応を行っている。

④閉じこもり・うつ傾向の人への支援
・閉じこもり・うつに対する正しい知識を普及
・うつは認知症を発症させ、重症になると自殺
を誘発させることもあるなど、早期対応の重要
性を周知していきます。

家庭訪問 ・閉じこもり・うつ傾向の人への家庭訪問を行
い、各関係機関と連携を取りながら支援してい
きます。

・うつ対応フロー図により上がってきたハイリスク者に対し、家庭訪問
を実施している。また今年度の特定健診時実施した認知機能検査から上
がってきた方に対しても、今年度中に訪問をして状況把握を行う予定。

・各地域の中央の公民館にて、うつについての講演会を開催した。ま
た、自殺予防講演会を開催し、合わせてうつ予防ミニ講座とうつ予防の
紙芝居を実施した。

知識の普及

認知症の早期発見・生
活改善への支援
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